
Bubble and Transformation of Contemporary
Capitalism in Japan

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2017-10-03

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/2297/27733URL



はじめに

前稿１）では，１９７０年代のいわゆる「低成長期」を対象にして，この運動局面が，

日本型・現代資本主義におけるどのような歴史的位相に相当するのかを検討

した。そしてその具体的考察を通して，まさにそれが，日本型・現代資本主

義の「変質過程」以外ではない点を論証した。そうであれば，これまでに体系

化してきたように，日本資本主義は，まず「戦後再建期」において①「日本型・

現代資本主義の『再編』」を成し遂げた後，ついで「高度成長期」の中で②その

「確立」を実現しつつ，そのうえで，まさにこの「低成長期」に直面して③その

「変質」に立ち至った�　　�とこそ図式化されてよいことになろう。しかし歴史

の歯車はもう一回転の進行を余儀なくされる。いうまでもなく，この「低成長

期」は，その後，景気浮揚策および減量経営展開をバネとしながら円高不況を

乗り越えつつ，８０年代後半から「バブル景気」へと脱却していくからに他なら

ない。分析視角の転回が迫られる。

すなわち，すでにチェックしたように，「低成長期」においては，「現代資本

主義の２大基本課題」をなす「階級宥和策・資本蓄積促進策」の両方ともが，特
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に経済構造の「低成長化」に制約を受けて，その発動能力を大きく減退させる

以外になかった。まさにそこからこそ，「現代資本主義の『変質』」が帰結したと

いってよかったが，とすれば，この点を立脚点にして，直ちに新たな問題に直

面せざるを得まい。つまり，「バブル景気」は，景気上昇を土台として，逆に，

果たして「現代資本主義の基本課題」を再び強化し得たのであろうか�　　�とい

う疑問，これである。しかし，後に立ち入って提示するように問題図柄はい

わば全く否であって，バブル期においては，「現代資本主義の基本課題」のさ

らに一層の「空洞化」こそが進行をみる。その点で，むしろ「日本型・現代資本

主義の『変容』」こそが現出していく。まさにこの「変質→変容」過程分析こそが，

本稿の基本目標に他ならない。

しかし本稿の分析射程はそこで終わるのではない。というのも，この作業の

最終課題は，それを媒介として，さらにその奥に，「バブル期＝日本型・現代資

本主義の『変容』」という命題の，まさにその「歴史的本質」を解明したい�　　�と

いうキー・ポイントこそが設定されるべきだからである。そして，この「歴史

的本質」として，本稿では，「バブル型・資本主義展開＝現代資本主義の『墓穴

掘り』」という試論提起を試みるが，まさにこの「墓穴堀り」の歴史的意義を明確

にすることによって，「日本型・現代資本主義」の，その「到達点」と「行方」とを

提示してみたい。それこそ，「基本目標」に立脚した，本稿の「課題」である。

Ⅰ　基礎構造

［１］政治過程　まず考察全体の総体的枠組みとして，バブル期の�「基礎構

造」分析が不可欠だが，最初にその前提条件をなす，①この局面の「政治過程」２）

から入っていこう。そこでまず第１に，このバブル期総体の「政治過程」を帰

結させた基本土台たる，�「格差社会進行」の現状を押さえておかねばならな

い。すなわち，最初に１つ目に，その基礎を形成する（イ）「所得格差」構造が

前提をなすが，このバブル景気の過程で，高度成長期には一定の「平準化」が

確認された「所得格差」は再び拡大傾向へと転じた。そこでこの点をいくつか

の側面からチェックすると，まず�「規模別賃金格差」が目立ち，例えば『毎月

勤労統計調査』に拠れば，従業員５００人以上企業賃金＝１００とした場合，１９８１年
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では，「５－２９人規模」賃金＝６０�１，「３０－９９人」＝７２�２，「１００－４９９人」＝８３�８だっ

たものが，バブル進行とともに全体として低下基調で推移し，８６年にはそれ

ぞれ５８�３－６８�２－８０�９（第１表）へと下落をみた。こうして，バブル景気の中で

「規模別賃金格差」はその鎌首を持ち上げる。

しかしそれだけではない。ついで，ヨリ深刻なのはむしろ�「法定外福利費・

規模別格差」であって，それは例えば以下のような図式を描いた（第２表）。す

なわち，「規模別」の基準を，「５０００人以上」，「１０００－４９９９人」，「３００－９９９人」，

「１００－２９９人」，「３０－９９人」の５つに設定し，そのうえで「最上位」＝１００としつ

つ８０年と８８年とを比較した場合，まず「法定外福利費」全体が，各分類基準で，

「６４�４－４６�１－３２�４－２８�１」からそれぞれ「４６�０－３２�６－２６�６－２５�７」へと顕著に低

下して格差拡大の深化が一目瞭然だが，そのなかでも取り分けその程度が大

きいのは「退職金等の費用」に他ならない。というのも，この「退職金」は，「７５�０

－５２�７－３３�６－２４�６」からそれぞれ「５７�７－３７�２－３１�６－１９�７」へと急降下してい

るからであって，従業員の老後の生活状況を根本的に規定する「退職金」に関

して，バブル期での大幅な格差拡大が進んだ�　　�と判断する以外にはない。

まさに「格差拡大」の進行である。

第１表　規模別賃金格差の推移

  ���������������������������������������（500人以上＝100）

８８８７８６８５８４８３８２１９８１年
  ��������年
産業　  ��規　模 

５８.３５９.６５９.７５７.９５９.３５９.１６０.０６０.１　５～ ２９人産 
業 
計

６８.２７１.２７０.４６９.３７０.０７０.４７１.９７２.２ ３０～ ９９人

８０.９８１.８８０.９８０.１８３.４８３.１８３.１８３.８１００～４９９人

５５.９５６.６５７.２５４.９５７.３５６.６５６.７５７.０　５～ ２９人製 
造 
業

６１.８６５.７６４.６６２.９６３.０６４.０６４.１６５.３ ３０～ ９９人
７６.６７８.５７７.７７７.１７９.５７９.０７８.９８０.０１００～４９９人

５６.４５５.４５４.５５４.１５６.６５５.１５７.１５６.３　５～ ２９人び
小
売
業

卸
売
業
お
よ

６２.９６５.３６４.２６４.７６４.６６３.７６６.５６６.２ ３０～ ９９人

７７.０７５.１７３.０７３.７７９.４７８.０７９.２７８.４１００～４９９人

�注）：産業計はサービス業を除く。
（資料）中小企業庁編『中小企業白書』（１９８９年版）より。
　　　原資料は労働省『毎月勤労統計調査』。
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したがって，最後に�その「原因」だが，それはもはや自明であろう。すな

わち，８０年代からバブル期に掛けて，中小企業も大企業と同様に「減量経営

化」を迫られたが，大企業のそれが，「労働者・設備・資金」の全面にわたって

展開したのに比較して，後者２つに関してそれだけ削減の余地を保有しな

かった中小企業の減量経営化は，もっぱら「人件費削減」に向かう他はなかっ

た。まさにそれこそが，中小企業部門での賃金レベルにそれだけ厳しく反映

することによって，規模別賃金格差をヨリ一層拡大させた�　　�のではないか。

しかし２つ目として，（ロ）この「所得格差」の土台に，まさに「資産格差」（第

３表）が厳存することはいうまでもない。そこでまず�その「背景」に目を向け

ると，周知の如く，このバブル景気が資産価格連動型であった点が何よりも

大きい。やや具体的に指摘すれば，例えば７０年には���の４倍レベルであっ

た金融資産は８７年にはその８倍にも膨張したし，その中でも特に株式は，８６

年にはそれだけで実に���をも上回るに至った。さらに，地価騰貴も顕著で

第２表　従業員１人当たり企業福祉費の規模別格差の推移

  �����������������������������������������（単位：％，円）

企　業　福　祉　費
法 定
福 利 費

現金給与
総 額

企 業 規 模 現物給与
の 費 用

退職金等
の 費 用

法 定 外
福 利 費

小 計

（１９８０年）
１００.０１００.０１００.０１００.０１００.０１００.０５�０００人以上

（３,３８９）（１７,８９１）（１５,６９７）（３６,９７７）（２４,４６２）（２５０,６９９）
６８.０７５.０６４.４６９.８９５.２９２.４１�０００～４�９９９人
５０.８５２.７４６.１４７.８８３.５８０.２３００～９９９人
３５.０３３.６３２.４３３.２７４.０７０.２１００～２９９人
２８.３２４.６２８.１２６.４７２.２６４.１３０～９９人

（１９８８年）
１００.０１００.０１００.０１００.０１００.０１００.０５�０００人以上

（３,２１９）（３２,４２５）（２２,９２７）（５８,５７１）（３７,９８２）（３８０,１７１）
７４.２５７.７４６.０５４.０８８.２８６.９１�０００～４�９９９人
５５.１３７.２３２.６３６.４７８.６７５.７３００～９９９人
３５.０３１.６２６.６２９.８７２.２６９.０１００～２９９人
２０.３１９.７２５.７２２.１７０.５６２.７３０～９９人

（資料）土田武史「格差の広がる企業福祉」（『週刊社会保障』１９８９年１２月４日号）２４ページより。
　　　原資料は労働省『昭和５５年労働者福祉施設制度等調査』，同『昭和６３年賃金労働時間制度

等総合調査』。
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あって，８５年前後から一極集中的に上昇を開始した首都圏の地価は，その数

年間で２～３倍に跳ね上がり，例えば８７年には「土地資産の増加分」（３７６兆円）

だけで���額を超過したとさえいわれている。まさしく「資産価格膨張型・好

況」という以外にはない。

そのうえで次に，その「保有状況」をまず�「企業サイド」から検出すれば，

特に株式に関しては，「企業間・相互持合構造」がいうまでもなく濃密だといっ

てよい。周知のような，相互に関連の深い「企業グループ」間での，いわばマ

トリックス保有図式に他ならないが，このような企業間・株式保有状況が，

第３表　世帯別資産保有状況

  ������������������������������������������（1988年）　

参　　　　考

持家率
（％）

貯蓄に占
める株式
比率　　
  ��（％）

うち株式
（千円）

貯蓄額
（千円）

世帯区分

収入区分
（万円）

世帯主
年　齢
（歳）

〈平均値・万円〉勤

労

者

世

帯

〈３００〉
～３８２

４０.２４１.２４.２１７３４,０９９第 Ⅰ 階 級

〈４４６〉
３８２～５０８

４０.３４８.９５.０２９０５,８０９第 Ⅱ 階 級

〈５７１〉
５０８～６３４

４２.９６４.３８.９６９４７,８３９第 Ⅲ 階 級

〈７１７〉
６３４～８２４

４６.３７５.０７.５７３０９,７００第 Ⅳ 階 級

〈１,０７１〉
８２４～

４８.７８２.５１７.４２,９９５１７,２０７第 Ⅴ 階 級

平均
〈６２１〉

４３.７６２.４１０.９９７６８,９３１平 均

（平均）一

般

世

帯

〈   ５８３〉５１.７８２.４９.５１,１４７１２,０２８個人営業世帯

〈１,１４２〉５２.３９２.１２４.４６,４３５２６,４０８法人経営者

〈   ６９６〉５０.８８４.１１０.０１,９９６１９,９１９自 由 業 者

〈   ３６４〉６６.８８２.７１７.４２,７６２１５,８４１無 職

〈   ５８４〉６２.４８３.６１４.７２,２２０１５,０９５平 均

〈   ６０７〉４８.３７０.２１２.８１,４３４１１,１９８全世帯平均

（資料）平和経済計画会議『国民の経済白書』１９８９年度版，３３ページより。
　　　原資料は総務庁『貯蓄動向白書』。
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バブル期でも，全体のほぼ７０％を占めていた。

ついで�「家計サイド」からはどうか。そこでこの方向から点検すると，当

然ながら，以下の３特徴が直ちに浮上してこよう。まず１つは，「家計」の内

部構成に即してみると，「法人経営者・自由業」を中軸とした「一般世帯」の方

が「勤労世帯」よりも有意に保有比率が高い�　　�点であり，前者の中にこそ高

所得世帯ウエイトが高いことが明確に実証されていよう。ついで２つとして，

「勤労世帯」の内部では，当然のこととして，「低所得世帯」よりも「高所得世帯」

の保有比率が高い点に他ならず，これについては説明は不要といってよい。

したがって３つには，全体として，株資産が「高所得世帯」に顕著に偏って保

有されていること�　　�が改めて検出可能だが，株式が本来「ハイ・リスク―

ハイ・リターン」型資産であるかぎり，余裕資産がその保有条件であることか

らして当然のことであろう。

最後に３つ目に，これら「所得―資産格差」進行の帰結として，（ハ）「中産層

化・土台の動揺」が無視し得まい。つまり，この「格差進展」によって，従来ま

で日本社会の特質だと�　　�少なくとも現象的には�　　�認められてきた，「国

民の中流意識」＝「中産層社会」に大きな揺らぎが進んでいる点であって，その

兆候は，例えば以下の３側面に関して明瞭だと判断可能であろう。すなわち，

最初は�「国民意識」ベクトルであり，例えば「国民生活に関する世論調査」（総

理府，８９年１１月）によれば，「自分の生活程度を中流だと評価する」「中流意識」

は，前回比１�６％下がって８７�３％に止まった。その中でも特に顕著なのは，「中

の中」とする比率に他ならずそれは５２�１％となったから，８０年に５５％を割って

以降いぜんとして停滞気味を脱し得ず，この８９年は８８年と比較してさらに

０�７％低下したことにもなろう。こうして，このバブル局面ではこの１０年間で

のワースト２を記録した。他方，「下」と感じている人は８�８％にも上り，６４年

以降では実に最も高くなっている。

こうして，「日本社会の中産層化」に大きなひび割れが進行しつつあるとみ

る以外にはないが，それは次に�「労働分配率の低下」として表面化しよう。

すなわち，「労働分配率」は�　　�別の機会に考察した通り�　　�特に７０年代後

半以降はほぼ一貫して低下を継続しており，まさにそのような現実こそが，

「企業利潤が労働者へと適切には配分されていない」という強い労働者意識に
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反映しているのではないか。それが，国民の日本社会への「帰属意識」を弱め

つつ，「中産層社会・日本」というイデオロギーを大きく揺さぶっていく。

要するに最後に，このような「中産層社会の動揺」が，結局�「日本型・現代

資本主義」の体制統合に，一定の危機的インパクトを行使せざるを得ないのは

自明であろう。というのも，このような「中産階層＝中流意識」型・日本社会

構造こそ，「日本型・現代資本主義」における「体制統合」の中軸であった以上，

その「動揺」が，バブル期「日本型・現代資本主義」の支配構造に，無視できな

い影響を与えていくのは十分に想定可能だから�　　�である。

そのうえで第２に，以上のような「格差社会形成」を促進した，�「新保守主

義的政策」へと視角を転じよう。そこで最初は１つ目に（イ）その「展開過程」だ

が，まず�その「背景」から入ると，以上で確認した「社会的格差拡大」の基盤

には，いうまでもなくいわゆる「新保守主義的政策」の横行があった。その源

流を辿ればそう簡単には処理はできないが，この理念の当面の出発点として

は一応８０年代以降の「新保守主義＝新自由主義」にこそ求められてよく，それ

が，アメリカを起点として，特にイギリス・日本へと伝播を重ねた。そして，

その学説史的基礎に「新古典派理論」があるのは当然であり，「市場の一面的重

視＝国家の市場からの排除」を強調しつつ，それを通して，「資本活動の自由・

競争障害物の除去・投資効率性の純粋追求」などが目指された。まさにそれを

通してこそ，「資本競争の自由・市場機能の全面展開・資本利潤率の極大化」

が可能になるとされ，その結果，「資本主義の永遠性」が声高らかに叫ばれる

に至る。こうして，８０年代には「新古典派→新自由主義→新保守主義」こそが

世界を席捲し，それが国家政策へと結実したと集約されてよい。要するに，

この「新保守主義政策」の帰結としてこそ「格差拡大」が位置付こう。

そのうえで，次に�その「進行」へ目を向けると，この「新保守主義」の日本

における定着に関しては，以下のようなステップが踏まれた。すなわち，当

面の焦点は「バブル後・構造改革」にこそ設定されてよいが，その源流の（Ⅰ）

第１は�　　�すでに前稿で触れたように�　　�７９年の「日本型福祉社会の建設」

にこそある。周知のように，それは，「日本国民としての一体感」を強調しつ

つ，「国民・地域住民・家族の相互関連」共同性に立脚して，「自助努力・相互

扶助」を進めよう�　　�という理念に基づくものであり，まさに「日本的伝統
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観」に依存した，新しい「現代型・保守主義」の政策化以外ではなかった。こう

して「新保守主義政策」の出発が画されるが，ついで源流の（Ⅱ）第２は８１年の

「第二臨調体制」に他ならない。というのも，この体制に即してこそ，　　「財

政再建」と「高齢化社会への対応」とを「錦の御旗」にして�　　「新保守主義政

策」が現実に実行されていったからであって，具体的には，周知の，「財政支

出の効率化＝福祉予算切捨て」・「市場経済化＝国鉄・電電・専売の民営化」・「労

資関係再編＝国労など労働組合の弱体化追及」・「国家規制の緩和＝市場・金融

の自由化」，などが実施に移されていく。まさにこのような経路の到達点にこ

そ，（Ⅲ）第３の「バブル後・構造改革」が展開される。つまり，「行財政制度改

革」・「規制緩和・労働法制緩和・福祉財政削減・企業減税促進」などという，

一連の「新保守主義政策」の「全面開花」にこそ辿り着くから，その点でここに，

「新保守主義政策の完成」こそが確認可能ではないか。こうして，「日本型・新

保守主義の定着化」が見事にみて取れよう。

そうであれば，最後に�この「日本型・新保守主義」の「理念」が最終的に以

下のように集約可能なのは当然ではないか。すなわち，それは，「市場競争の

自由＝資本活動の規制撤去」の反面で「労働力商品化の極限化＝社会保障の極

小化」を止め処も無く徹底化させたといってよく，まさしくそれを通じてこそ，

「現代資本主義組織化の貫徹」と同時に「社会的格差の蔓延化」とを不可避的に

していった�　　�のだと。この２面性をこそ注視したい。

次に２つ目に，この「新保守主義」の（ロ）「主体」はどのように押さえられる

だろうか。換言すれば，この「新保守主義政策」の「担い手」が問題となるが，ま

ず�その「現実的・担い手」が�　　�ストレートに「資本＝財界」ではなく�　　

何よりも（財界をバックとした）「臨調体制」であった点に注意を要する。すな

わち，「資本＝財界」そのものではなく，一定の「公的性格」を保持しつつ，し

かも，「党内調整の外部委託的機関」としての性格とともに「超権力的機関」型

権力をも兼備した，このような特殊組織としての「臨調体制」こそが，その牽

引力であった点�　　�が取り分け重要だと思われる。なぜなら，「行政改革・

労働法制改革・社会保障改革」などの「体制課題」を担うという，その「公共的

任務」を，しかも一定の強力な「実施権力」を発揮しつつ推し進めるためには，

「国家権力そのもの」では不適切であるとともに，権力を保持しない「民間組
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織」によっても実行し得ないこと�　　�は余りにも明白だからに他ならない。

まさしく「臨調体制」の特殊性こそが際立とう。

しかしそのうえで，次に�その「本質的・担い手」を探ってみた場合，それ

が「資本＝財界」以外にあり得ないこともまた一目瞭然ではないか。すなわち，

「資本―企業」は，一方では，「８５年プラザ合意－円高－輸出停滞」に直面して

採算低下に呻吟する以外になかったが，他方，財政赤字下では，その脱却路

を「財政膨張－景気政策」にも依存し得ない�　　�という「ジレンマ」状況を余

儀なくされていた。というのも，「赤字公債累積→財政再建」という財政環境

において，しかも７９年に「一般消費税導入」が失敗に終わっている以上，財界

として，景気対策を強く望んで財政赤字がさらに深刻化すれば，それは「増税

路線＝法人税引き上げ」にも連結せざるを得ないと判断された，からに他なら

ない。換言すれば，国際的・国内的次元で，「生き残り戦略」としてすでに過

酷な合理化路線を進めてきた「資本－企業－財界」にとって，国際競争力の維

持を保つためには，これ以上の「税負担＝コスト増大」は，何としても回避す

べき「至上課題」であったわけである。

そうであれば，「資本－企業－財界」が指向し得る，この「ジレンマ」脱出の

方策が，「効率重視型・市場優位型・政府規模縮小型」の，「経済効率追及シス

テム」の体制的構築以外になかった�　　�のはもはや自明ではないか。そして，

その現実的「体現スタイル」こそ「臨調体制」だった点は一目瞭然であって，そ

れ故，その「理念的体系＝イデオロギー」が「新保守主義＝新自由主義」に他なら

なかったことには，一点の疑念もあるまい。まさしくこのような意味で，「臨

調体制」の，その「本質的・担い手」は何よりも「資本―財界」に求められてよい。

それに加えてもう１つ，「新保守主義」のいわば�「外的・主体」として「アメ

リカの外圧」も決して無視し得ない。いうまでもなく，日本の対米「集中豪雨」

的輸出拡大に対する「貿易摩擦」圧力であって，具体的には，特に８０年代以降，

アメリカは，日本における「国内・競争制限的現状」に向けて強力な攻撃を仕

掛け始める。まさにこのようなアメリカからの攻撃を真正面から受けて，例

えば，８６年「コメ輸入制限問題激化」，８８年「牛肉・オレンジ輸入自由化協定」，

などが日程に上がらざるを得なくなった。その他，「流通機構問題」なども争

点になってくるが，このような攻撃に直面してこそ，政府は，「国際貢献＝ア
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メリカへの配慮」を優先する形で，国内での一定の犠牲を甘受しても，「国内

規制緩和＝対内・対外的競争促進」へと舵を大きく切っていく。そして，これ

らの政策追求が，「新保守主義政策＝臨調路線」とその本質を同じくするのは

いわば自明であるから，その点で，この「アメリカの外圧」が「新保守主義の促

進要因」となったことは否定し得まい。

以上を前提として，最後に３つ目に，この「新保守主義」の（ハ）「性格」が集

約されねばなるまい。そこで，まず�その「動機」が問題となるが，それが，

８０年代・日本資本主義のいわば「体制的危機」に対する，まさにその体制的対

応形態であったことが重要であろう。すなわち，日本資本主義は，「７０年代低

成長化→８０年代円高不況」という危機的状況を潜り抜けつつあり，それへの対

応策として，企業サイドは，「企業合理化・��化」追求を余儀なくされてきた

が，その点で，この「体制的合理化」過程を政策的に支持・補完する体制こそ，

まさにこの「新保守主義政策＝臨調体制」であった。言い換えれば，この「体制

的合理化システム」への政策的対応という点にこそ，「新保守主義」の，その「動

機」があろう。

とすれば，この「動機」の奥にある�その「本質」とは何か。しかし以上のよ

うに論理を設定すれば，それはもはや自明であって，その要諦は以下の点に

こそ還元されてよい。すなわち，「新保守主義政策」とは，これまで労働者・

弱者保護のために，現代国家によって資本に対して負荷されていた「規制・負

担・コスト」に関し，「資本活動自由度拡張＝資本利益保障拡張」を目的として，

一定の緩和＝軽減を実施した政策体系に他ならない�　　�と図式化可能なの

であり，まさしくその意味で，その本質基軸が，「『体制的合理化』を遂行せざ

るを得ない８０年代・資本蓄積にとってその制約条件となる『資本負担』の，そ

の『体制的解除』を目指すもの」　　�という側面にこそある点に，いまや否定

の余地はないのだと。

そこで最終的に�その「帰結」である。こうして，８０年代局面の中で，「新保

守主義政策」に立脚して，資本は，「不況脱出＝国際競争力促進」に強制されつ

つ「体制的合理化」を展開したが，まさにその土台的基盤こそ，「社会的格差の

形成」そのものであった。したがって，８０年代における，「合理化体制→新保

守主義政策→格差社会」という論理系列が検出可能だというべきであり，まさ
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しくこのような軌跡こそが，「８０年代・政治過程」のその内実を形作る。

最後に第３として，このような「８０年代・政治過程」の「到達点」が�「政治流

動化現象」として発現してこよう。そこで最初は１つ目に（イ）その「転換－対

抗力学」だが，まず�その「契機」はどうか。これまで概観してきたように，

「８０年代政治過程」の基本潮流は，「体制側からの巻き返し」としての意味を有

した「新保守主義政策」の全面展開であり，したがってその点では，反体制側

からの「対抗力学」はほぼ全滅状態だというしかなかった。まさに「体制組織化

作用」の圧倒性が顕著に目立ったが，しかし，このような「市場・資本・競争

優位」の政治過程が全くの「全面勝利」に終始し得るはずはなく，「バブル崩壊

→９０年代不況」に直面しつつ，「社会的格差拡大」が進行する中で，一定の「対

抗勢力」を必然的に生み出すことになる。具体的にいえば，余りに露骨な「新

保守主義政策」の暴走に対してその「対抗力学」が生成をみるのであって，「政

治流動化」こそが浮上していく。

そのまず第１側面は�「労働組合の新動向」に他なるまい。いうまでもなく，

７０年代・低成長期の労働運動においては，「企業協調路線」に強く立脚した

「���・��型」が支配力を強め，そのために，労働組合の「体制対抗力」はほぼ

壊滅状態に等しかった。換言すれば，労働組合の政策交渉力は見事にその遂

行能力を喪失させていたが，このバブル期には，その一定の回復力を示した

といえる。すなわち，その典型例として注目されるのは，バブル期における

「土地基本法案」への積極的なイニシアティヴの発揮だと考えてよい。やや具

体的に指摘すれば，バブル景気に付随した地価急騰への対応策としてこの「土

地基本法」策定が試みられたが，その過程で，取り分け「労資協調路線」を推進

してきた「同盟」が，総評とブロックを組みながら，この法案の審議・成立へ

向けて大きな組織力を行使した�　　�点が目を引く。その場合，そのポイン

トは３つあり，①「経済闘争」中心で「政治闘争」には強くアレルギーを呈する

同盟が法案審議という一種の「政治闘争」へ力を注いだこと，②強い拒否反応

を抱く「総評」との共闘関係に，たとえ単発案件においてではあれ取り組んだ

こと，③同盟と紐帯を結ぶ「企業－財界」の利益に反してでもこの「土地法案」

審議に参加したこと，などが強調に値しよう。まさに「意図せざる結果」だと

いってもよい。
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こうして，「バブル弊害の表面化」・「新自由主義政策の行き過ぎ」は，たと

え萌芽的ではあれ，その「対抗力」を喚起する以外になかったわけである。「政

治流動化」の端緒的発現ではないか。

そのうえで，「政治流動化」の第２側面こそ�「政府・自民党への反作用」で

ある。すなわち，８８－８９年に政官界を揺るがした「リクルート事件」および８９

年「参院選の自民党敗北」に直面して，政府・自民党は「新保守主義政策」に対

する「反省」を余儀なくされる。やや立ち入って指摘すれば，「市場・企業・競

争」優位的スタンスへの「国民の反発」を受け止めながら，「体制内での微調整」

に着手するといってよく，例えば，「消費税見直し・生産者米価据え置き・減

反面積の現状維持・社会保障財政の建て直し・民生用予算への配慮」などが日

程に上がった。まさに，「新自由主義政策」への，政府・自民党自らによる「修

正」に他ならず，　　�その内容の議論はともかく�　　「体制側」イニシアチヴ

に立脚した，一定の路線変更である点は決して軽視できまい。まさに「体制側

からの自己調整」である。

こうして，「バブル期」における，「新保守主義政策」の「ゆり戻し」が確認さ

れてよいが，まさにその土台上には，「バブル期・政治過程」と，それが必然

的に派生させた「政治流動化」運動とが明確に存在した。まさしく，「階級関係」

における現実的進行過程の作用であろう。

そのうえで２つ目として，このような「政治流動化」の（ロ）「方向性」はどの

ように整理可能であろうか。言い換えれば，この８０年代末に出現した「政治流

動化」の持続可能性を問うことに等しいが，この「流動化」が安定的に持続して

「新保守主義体制」が弱化・衰退・変革へ向かうとは楽観し得まい。なぜなら，

いまチェックした通り，この「流動化」の基礎には，一方で，「労働戦線の再編」

（８９年「新連合」の設立）や「参院選・議会闘争の新動向」などが織り込まれてい

て，その点では「体制への対抗力」強化がもちろん否定はできないものの，し

かし他方で，それは，「体制側からの鋭敏な自己調整力」の帰結でもあるかぎり，

むしろ「体制側の自己保存力」強化をも意味している�　　�からに他ならない。

したがって，この「流動化」の帰趨は，何よりも「９０年代政治動向」にこそ依

存するというしかないが，それにしても，現実政治力学が持つ，その必然的

作用を通して，８０年代末の局面で，「体制組織化」作用が一定の「政治流動化」
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に帰結した点だけはまさに明瞭であろう。

そこで最後に３つ目に，「バブル期・政治過程」の（ハ）「全体的意義」は結局

次のように総括されてよい。すなわち，「バブル期・政治過程」は「新保守主義

政策」の展開路線をこそそのメーン・ストリームとしたが，それは，「資本・

市場・競争」促進を強めながら，「バブル型・体制組織化」における，１つの「特

殊形態」を描いた。そして，それを通して，「日本型・現代資本主義」はその「８０

年代合理化路線進行」を保障されて，一面では，何よりも独特の「体制組織化」

パターンを実現したが，しかし他面で，それが自ら生み出した「格差社会の膨張」

こそがまさに必然的に「政治流動化」をも派生させる以外になかった�　　�と。

［２］生産・貿易・雇用　そのうえで次に，以上のような「バブル期・政治過

程」に立脚して展開した，②「生産（投資）・貿易・雇用」３）へと視角を転じよう。

そこで最初に第１に�「生産・投資動向」からスタートすると，まず１つ目に

（イ）「実質国民総生産」（１０億円）が全体の焦点をなす。すなわち，低成長期を

脱した後８０年代に入るとまず順調な伸びに移るが，８５年「プラザ合意」を契機

とする円高不況に直面して，一旦は８６年＝３５２→８７年＝３６７と足踏みを余儀な

くされる。しかし，バブル局面を迎えて直ちに再拡大に転じ，その後は，８８

年＝３９０→８９年＝４０９→９０年＝４２９という明瞭な拡大基調を辿ったといってよ

い。まさにその点で，生産の最も大枠的なこの���次元で，このバブル期が

その目立った拡張期に相当していることが自明であろう。しかしそうだから

こそ，バブル崩壊後にその膨張テンポが一挙に低下せざるを得ないのもまた

当然であって，事実，バブル崩壊を分水嶺として，９１年＝４４６→９２年＝４５０→

９３年＝４５２という停滞基調こそが刻まれていく。

こうして，「バブル形成→崩壊」という局面展開に対応して，この総合的枠

組みたる���動向が，「膨張→停滞」へと見事に基調転換を遂げていること�　　�

が一目瞭然であろう。

次に２つ目に，それが（ロ）「鉱工業生産指数」（８５年＝１００）へ反映していくの

は自明であって，例えば以下のような軌跡を描く。すなわち，まずバブル局

面においては，８７年＝１０３�２→８８年＝１１３�０→８９年４－６月＝１１９�６（第４表）と

いう数字が拾えるから，まさにこの３年間で，実に１５％以上もの拡張を実現

したことが分かる。しかしバブル崩壊に直面すると今度は一転した下落こそ
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第４表　業種別鉱工業生産の推移

  ����������������������������������������（1985年＝100）

１９８９/
１９８８

１９８８/
１９８７

１９８７/
１９８６

１９８９１９８８
１９８７

７～９４～６１～３１０～１２７～９月

％％％

５.２９.５３.４１１９.６１１９.４１１９.４１１５.８１１３.７１１３.０１０３.２鉱 工 業

５.２９.６３.４１１９.８１１９.６１１９.６１１６.０１１３.９１１３.１１０３.２製 造 工 業

１.２９.０２.０１０７.０１０７.１１０６.３１０５.３１０５.７１０５.０９６.３鉄 鋼

６.０６.１７.６１２２.７１２１.６１２０.３１１６.８１１５.８１１４.２１０７.６非 鉄 金 属

５.３７.６３.５１１６.４１１６.６１１５.６１１０.８１１０.５１１１.０１０３.２金 属 製 品

７.８１３.９３.７１２８.４１２７.９１２７.５１２３.６１１９.１１１８.２１０３.８機 械 工 業

７.３１３.８４.７１２９.４１２９.３１２８.８１２５.０１２０.６１１９.６１０５.１（除，船舶・鉄道車両）

９.４１５.００.３１２１.１１２０.９１２２.４１１５.４１１０.７１１０.３９５.９一 般 機 械

５.５１６.４９.１１４１.２１４３.７１４０.３１３８.２１３３.８１３２.３１１３.７電 気 機 械

１２.３９.０△１.３１１８.２１１３.６１１３.５１１０.９１０５.３１０５.５９６.８輸 送 用 機 械

１０.０８.３２.４１２０.７１１８.０１１７.３１１５.１１０９.７１０９.９１０１.５（除，船舶・鉄道車両）

１.９８.３０.９１１８.６１１５.５１２４.０１１８.１１１６.４１１４.１１０５.４精 密 機 械

３.６９.３３.６１１４.６１１４.８１１２.４１１１.０１１０.６１０９.６１００.３窯業・土石製品

３.０８.４７.７１２５.３１２８.４１２９.１１２３.０１２１.７１２０.４１１１.１化 学

４.８７.２５.２１２０.３１２１.４１１９.２１１６.５１１４.８１１４.０１０６.３（除，医薬品）

５.５４.１△３.６１０１.５１０１.１９７.５１００.６９６.２９６.７９２.９石油・石炭製品

３.８６.２４.８１１８.１１１８.２１１６.２１１４.５１１３.８１１３.３１０６.７プラスチック製品

７.０８.７６.０１２９.２１２７.４１２４.９１２２.１１２０.８１１８.７１０９.２パルプ・紙・紙加工品

００.１△１.６９４.４９３.５９４.３９４.２９４.４９４.５９４.４繊 維

△０.４１.７０.８１０３.２１０２.２１０８.８１０４.４１０３.６１０３.６１０１.９食料品・たばこ

３.５５.７３.２１１６.１１１４.０１１３.５１０９.０１１２.２１０９.８１０３.９そ の 他 工 業

０.５△１.５５.６１０４.０１０６.０１０６.７１０２.７１０３.５１０４.４１０６.０木 材 ・ 木 製 品

３.６１５.９△０.１１３６.８１２４.８１２９.０１１１.４１３２.１１１８.６１０２.３そ の 他 製 品

特 殊 分 類

９.２１１.７４.０１２５.４１２４.１１２４.８１１８.３１１４.８１１５.３１０３.２投 資 財

１１.１１４.１３.２１２８.９１２７.０１２８.１１２１.７１１６.０１１６.６１０２.２資 本 財

８.１１４.６６.２１３１.６１３２.９１３２.５１２６.３１２１.７１２２.０１０６.５（除，輸送機械）

４.３６.２５.７１１６.７１１７.４１１６.２１１０.２１１１.９１１２.０１０５.５建 設 財

１.１５.７１.１１１１.６１１２.２１１３.８１１１.３１１０.４１０９.１１０３.２消 費 財

０.８７.２△０.８１１１.３１１３.１１１２.１１１２.４１１０.４１０８.８１０１.５耐 久 消 費 財

１.４４.７２.６１１１.９１１１.６１１５.２１１０.４１１０.４１０９.４１０４.５非耐久消費財

４.９１０.５４.５１２０.９１２１.１１１９.１１１７.１１１５.２１１３.９１０３.１生 産 財

注）：１）前年比は増減率（％），△印はマイナス。２）１９８９／１９８８は７～９月の比較。
（資料）通産省『通産統計』より。
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が表面化し，具体的には，９０年＝９９�９（２０００年＝１００）→９１年＝１０１�６→９２年＝

９５�４→９３年＝９１�７（第５表）という，「鉱工業生産」規模のまさしく「絶対的収縮」

こそが進行していく。要するに，「バブル形成→崩壊」に連動した，「生産動

向」の転換が注目されてよい。

これらを前提にしたうえで，さらに３つ目として，このような「生産動向」

を（ハ）「投資資金」サイドからも集約しておきたい。そこで，いま「企業資金調

達合計」（全産業，兆円）のフォローを試みると（第６表），まず低成長期７３－７９

年で２３�６兆円へと減少したが，その後８０年代に入ると凄まじい増加へと転換

し，８０－８５年期には３８�０兆円にまで達する。しかもその勢いは止まらず，さ

らにバブル局面に相当する８６－８９年期には，実に８１�２兆円にまで膨張してい

るのである。したがって，この８０年代においてすら優に２倍を超えているわ

けで，この資金調達増加がバブル型生産拡張を強く支えたことはいうまでも

第５表　主要経済指標

有効求
人倍率

完　全
失業率
（％）

労働分配
率（全産
業）（％）

民間設備投
資計画・対
前年変化率
（全産業）
（％）

売上高経
常利益率
（全産業）
（％）

法人企業
経常利益
対前年比
（％）

稼働率指数
（製造工業，
２０００年＝
１００）

鉱工業生産
指数（鉱工
業，２０００年
＝１００）

年

１.４０２.１６６.５１０.１３.１－６.９１１４.１９９.９１９９０
１.４０２.１６７.９４.３２.７－８.８１１１.８１０１.６９１
１.０８２.２７０.２－７.１２.０－２６.２１０２.６９５.４９２
０.７６２.５７３.２－１０.３１.８－１２.１９７.４９１.７９３
０.６４２.９７３.３－５.７１.９１１.９９７.０９２.６９４
０.６３３.２７２.７３.０２.０１０.９９９.５９５.６９５
０.７０３.４７２.４４.７２.４２１.９１００.５９７.８９６
０.７２３.４７３.３１１.３２.５４.８１０３.９１０１.３９７
０.５３４.１７５.３－１.６１.９－２６.４９６.１９４.４９８
０.４８４.７７４.４－４.５２.３１７.７９５.８９４.６９９
０.５９４.７７１.９８.７３.０３３.７１００.０１００.０２０００
０.５９５.０７３.３０.８２.５－１５.５９２.４９３.２０１
０.５４５.４７２.８－６.７２.７－０.７９３.５９２.００２
０.６４５.３６９.９６.３３.０１２.６９７.３９５.００３
０.８３４.７６８.７６.０３.６２７.７１０２.０１００.２０４

（注）全国市街地価格指数は，各年３月末指数。国内銀行平均約定金利はストック分の総合の値。
（資料）内閣府『経済財政白書』。原資料は，財務省『法人企業統計』。
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ない。しかしそのピークはここまでであって，「バブル崩壊―設備投資下落」

にともなって資金調達は直ちに暗転する。事実，９０－９７年の「資金調達額」は

６３�２兆円にまで落ち込み，したがってその最大値からみて実に１８兆円もの減

額になるから，バブル崩壊による「資金調達の収縮」に関しては，否定の余地

はない。まさに資金調達動向における「乱高下現象」であろう。

続いて第２に�「貿易動向」へと視角を転じよう。まず最初に１つ目は（イ）

「貿易収支」（１０億ドル）がポイントをなすが，「内需型性格・円高・貿易摩擦」

条件が複合して，その基本的停滞化が特に目立つ。すなわち，８６年＝貿易収

支９２８（輸出２０５）→８８年＝９４８（２５９）→９０年＝６３９（２８０）（第７表）という経過が刻

まれるから，貿易黒字は絶対額としても顕著な下落をこそ経験した。もっと

も，輸出そのものはなお増加を呈している以上，輸出依存の基本体質に決定

第６表　法人企業の資金需給状況（全産業）

  ������������������������������������������（単位：兆円）

ポスト・バブルバブル安定成長期
後半前半

９０～９７年度８６～８９８０～８５７３～７９
�６３�２［５５�４］８１�２［８３�０］３８.０２３.６調達計（資金需要・運用計）

�１０�５３４�０１４.９７.４外部調達

　２�０�６�５２.２１.２増資

　０�９�５�２１.３１.０社債

　８�１１９�９１１.２５.９金融機関借入

　０�５�３�００.１０.１短期その他借入

�４８�５４７�２２３.１１６.２内部調達

�６１�１［５３�１］５５�３［６５�２］３０.１１８.５資金需要計

�４５�２［４２�３］３３�３［４０�２］２０.９１１.５設備投資

　８�９［�７�２］�６�０［８�６］２.４１.１土地

　２�１２５�９７.９４.７資金運用計

－５�１１２�８３.６２.３現預金

　３�２�７�５１.８１.１株式

－０�２�０�３０.８１.１債券

　４�３�３�８１.５０.６その他投資

（％）（参考）

�３５�３５８�６３１.５３８.５資本市場調達／金融機関借入比率

－３�９５２�３２６.３３６.１金融投資／実物投資比率

�１５�０［１３�２］７９�９［５２�７］４０.５４８.７金融＋土地投資／設備投資比率

（資料）財務省『法人企業統計季報』より作成。
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的変調が生じたわけではないが，バブル

景気の，その「内需立脚型性格」が濃厚に

表出している点�　　�だけは一応明瞭で

はないか。しかし，この変化は「バブル崩

壊」に直面していわば「即座に」反動をみ

る。というのも，「国内景気沈滞」に制約

された「輸入減少」にも立脚して，再度「輸

出激増→貿易黒字増大」が出現してくる

からであって，例えば，バブル崩壊以降

については，９１年＝１０３（３０６）→９２年＝

１３２（３３０）という数値が手に入ろう。こう

して，「バブル形成→崩壊」に対応した，

「貿易黒字」の「減少→増加」という，極め

て対照的な図式がクリアにその姿を現す。

「バブル→貿易」動向の顕著な連関性では

ないか。

ついで２つ目に，（ロ）「長期資本収支」

（億ドル）の基本動向が注目に値しよう。

そこで最初にバブル期の推移を追うと，

資本流出の顕著な減少が目立ち，例えば

以下のような数字を残す。すなわち，８６

年＝△１３１５→８８年＝△１３０３→９０年＝△

４３５（第８表）と動いたから，これまでほぼ

増加の一途を辿りつつ世界のトップクラ

スに立っていた日本の海外投資は，この

バブル期に至って，激しくブレーキが掛

かることになった。そして，その原因が，このバブル期に強く表面化した，

「経常黒字の減少・内需型景気拡大・内外金利差縮小」などの諸要因にあるの

は自明であるから，それが，まさしく「バブル型現象」である点には疑問はない。

では，バブル崩壊によって事態は変化しただろうか。しかしそうとはいえ

第７表　貿易推移

  ���������������（単位：億円）

�国　際
　収　支
　（経常）

貿　　易

（年） �輸　入�輸　出

△１０,７４６３１９,９５３２９３,８２５８０
４,７７０３１４,６４１３３４,６９０８１
６,８５０３２６,５６３３４４,３２５８２
２０,７９９３００,１４８３４９,０９３８３
３５,００３３２３,２１１４０３,２５３８４
十億円

１１９,６９８３１０,８４９４１９,５５７８５
１４２,４３７２１５,５０７３５２,８９７８６
１２１,８６２２１７,３６９３３３,１５２８７
１０１,４６１２４０,０６３３３９,３９２８８
８７,１１３２８９,７８６３７８,２２５８９
６４,７３６３３８,５５２４１４,５６９９０
９１,７５７３１９,００２４２３,５９９９１
１４２,３４９２９５,２７４４３０,１２３９２
１４６,６９０２６８,２６４４０２,０２４９３
１３３,４２５２８１,０４３４０４,９７６９４
１０３,８６２３１５,４８８４１５,３０９９５
７１,５３２３７９,９３４４４７,３１３９６
１１７,３３９４０９,５６２５０９,３８０９７
１５５,２７８３６６,５３６５０６,４５０９８
１３０,５２２３５２,６８０４７５,４７６９９
１２８,７５５４０９,３８４５１６,５４２２０００
１０６,５２３４２４,１５５４８９,７９２０１
１４１,３９７４２２,２７５５２１,０９００２
１５７,６６８４４３,６２０５４５,４８４０３
１８６,１８４４９２,１６６６１１,７０００４
１８２,５９１５６９,４９４６５６,５６５０５
１９８,３９０６７３,４４３７５２,４６２０６

（資料）前掲，三和・原『要覧』５頁。
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ないのであり，バブル崩壊後には経常黒字が再増加するにもかかわらず，「長

期資本収支」は９０年＝△４３５の後も９１年＝３６６→９２年＝△２８０（第８表）となって

引き続き停滞・縮小を継続させていく。こうして，一方で大幅な経常黒字を

抱えながら，他方で，その「対外還流＝資本輸出」は明確に停滞・縮小してい

るのであって，そこには，「バブル崩壊」にともなう，金融不安定化・投資消

極化がみて取れるとともに，その結果として，ヨリ一層の「過剰資本累積」の

進行こそが否定できまい。いずれにしても，「バブル形成―崩壊」との内的関

連が確認できよう。

最後に３つ目として，この「資本収支」のいわばキイ・ポイントをなす（ハ）

「対外直接投資」（億ドル，％）サイドから全体を集約したい（第９表）。そこで

バブル期から入ると，典型的な上下運動が検出可能だと判断してよく，例え

ば，８６年＝２２３（うち製造業構成比１７�１）→８８年＝４７０（２９�４）→９０年＝２７６（２７�９）

という数値が拾える。したがって，バブル前半期での「製造業中心の急増」傾

向が，バブル頂点に至って，製造業比率足踏みを併存させつつ大幅減少に転

じている�　　�ことが明瞭であり，まさにその点にこそ，「円高に対応した直

接投資増勢」の明確な鈍化と，それに規定された国内回帰とが端的に反映され

第８表　国際収支の状況

  �����������������������������������������（単位：億ドル）

９３（１～１１月）９２９１９０１９８９年

１,３１３１）１,１７６７２６３５８５７０終 常 収 支

１,４１４１）１,３２６１,０３３６３９７７１貿 易 収 支

２,８９２３,３０８３,０６６２,８０２２,６９６輸 出

１,７４３１,９８２２,０３３２,１６３１,９２５輸 入

△２０△１０１△１８２△２２６△１５９貿 易 外 収 支

△５２４△２８０３６６△４３５△８７９長 期 資 本 収 支

４４３５７７１,２１９１,２０６１,９０８資産（本邦資本）

△８１２９７１,５８５７７２１,０２８負債（外国資本）

４５７７１６７６４△７２△３３３総 合 収 支

２７３△３△８１△７８△１２８外 貨 準 備 増 減

１８４７１９８４４△６△２０５そ の 他

注１）：１）は通年。
（資料）日本銀行『国際収支統計月報』より作成。ただし，経常収支・貿易収支は，大蔵省資料に

よる。
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ているように思われる。

しかもこの趨勢は，バブル崩壊後には一層顕著となる。すなわち，９１年＝

４１５（２９�６）→９２年＝３４１（２９�４）→９３年＝１５７（��）という軌跡が描かれるからで

あって，バブル崩壊局面における，「直接投資縮小化」と，その「製造業中軸

化」とはまさに一目瞭然だといってよい。いうまでもなく，バブル崩壊に付随

した，「非製造業部門の剥落」の目立った帰結ではないか。

そのうえで，第３として�「雇用動向」が興味深い。そこで最初は１つ目に

（イ）「雇用者動向」が問題となるが，まずバブル期の「常用雇用」（８５年＝１００）は

８６年＝１０１�４→８７年＝１０２�０→８８年＝１０３�５→８９年＝１０６�２（第10表）という図式

を描くから，１つは８５年を画期としてその増加が明確なこと，そしてもう１つ

は取り分けバブル最盛期をなす８８－８９年局面で急上昇すること�　　�は明瞭

といってよい。その意味で，バブル期に常用雇用者が極めて顕著に増加した

点が明白だが，この動きは「製造業」に限定してもよく分かる。というのも，

製造業でも１０１�２→９９�７→１００�３→１０２�１（第10表）という数字が検出可能だから

であって，バブル期には，サービス業だけでなく製造業をも基盤として，雇

用の拡張が進行したわけであろう。

そして意外なことに，この「常用雇用の拡大基調」はバブル崩壊後にも継続

される。具体的にみれば，９０年第Ⅰ四半期＝１０６�６→第Ⅱ四半期＝１０９�９→第Ⅲ

四半期＝１０９�７などの数値が刻まれるのであり，「バブルの慣性力」が作用して，

表面的な雇用拡大はなお持続していく。しかしもう一歩立ち入って「製造業・

第９表　対外直接投資の動向

  ���������������������������������������（単位：100万ドル）

国際収支表による
対外直接投資　　

うち，製造業の
構成比（％）　　

対外直接投資１）

届出実績　　　

４４,１３０２４.１６７,５４０１９８９年
４８,０２４２７.２５６,９１１９０
３０,７２６２９.６４１,５８９９１
１７,２４８２９.４３４,１３８９２
　１０,１４９３）NA　１５,７００２）９３

注）１）届出実績は年度，２）９２年度上半期，３）９３年１～１１月。
（資料）前掲『国際収支統計月報』，大蔵省『財政金融統計月報』より作成。
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常用雇用」にまで限定すると，その意外感は多少和らごう。というのも，それ

は，バブル崩壊に直面して直ちに８９年＝１０２�１へと墜落した後，それ以降も

１０２�２→１０５�２→１０４�７（第10表）と低水準で呻吟する�　　�からである。まさしく，

この「製造業・非活性化」にこそ，「バブル型・過剰資本累積化」が明確に反映

されていよう。

とすれば，この雇用動向推移は，２つ目に（ロ）「労働市場」へとどのように帰

結していったのだろうか。そこで「有効求人倍率」推移がいうまでもなくその

焦点をなすが，「バブル形成→崩壊」に対応して，極めて顕著な乱高下運動が

描かれる。すなわち，まずバブル形成局面では，７５年＝０�６→８０年＝０�８→８５年

＝０�７→９０年＝１�４（第11表）と動いて，バブル景気進行に伴う求人倍率の上昇

基調がみて取れる。その点で，「バブル進行→資本蓄積拡大→労働力吸収増大

→労働力不足化」現象の発現が一目瞭然であり，バブル頂点の９０年には実に

１�４倍にまで跳ね上がっているといってよい。しかも，この「労働力不足」傾向

は取り分け新卒に関して濃厚であって，例えば「中卒・高卒」に区分すると，

それぞれ８５年＝１�８倍・１�８倍→９０年＝３�０倍・２�６倍（第11表）という超ハイレベ

ルにまで達している�　　�ことが目立とう。

しかしこの「労働市場タイト化」はバブル崩壊を分水嶺として一挙に激変を

第10表　雇用・失業関係諸指標

完全失業率
（％）

完全失業者
（万人）

有効求人
倍率（倍）

常用雇用（製
造業，１９８５年
＝１００）　　　

常用雇用（産
業計，１９８５年
＝１００）　　 

鉱工業生産
指数（１９８５
年＝１００）　

２.４１３６０.６１９５.２９５.８８５.５１９８２年
２.６１５６０.６０９５.７９６.８８８.１８３
２.７１６１０.６５９７.６９８.２９６.４８４
２.６１５６０.６８１００.０１００.０１００.０８５
２.８１６７０.６２１０１.２１０１.４９９.８８６
２.８１７３０.７０９９.７１０２.０１０３.２８７
２.５１５５１.０１１００.３１０３.５１１３.０８８
２.３１４２１.２５１０２.１１０６.２１１９.９８９
２.３１４１１.３０１０２.２１０６.６１１９.８９０年１Q
２.１１３６１.３１１０５.２１０９.９１２３.７　　２Q
２.０１３１１.５１１０４.７１０９.７１２６.０　　３Q

（資料）日本生産性本部『活用労働統計』１９９１年版。
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余儀なくされる。というのも，バブル崩壊後は，９１年＝１�４０→９２年＝１�０８→９３

年＝０�７６→９４年＝０�６４→９５年＝０�６３という軌道を経由しながら，まさに坂道を

転げ落ちていく。そしてこのダメージが新卒層に厳しく反射していったのも

当然であって，具体的には，「中卒・高卒」はそれぞれ９５年＝２�４・１�９→２０００年

＝１�３・１�４→０５年＝１�３・１�５という図式を描いた。

こうして，「バブル形成→崩壊」は，極めて明瞭な連動関係において，「労働

市場の逼迫化→緩和化」という現象を発現させたわけであり，その点で，見事

なサイクル運動が検出可能である。

そのうえで３つ目として（ハ）「賃金動向」はどうか。いま確認した通り，「バ

ブル形成―崩壊」に連動して「労働市場の逼迫―緩和化」が進行したが，それと

の関係で，最初に「名目賃金」（産業計，千円）推移を辿ると，まずバブル形成

局面では，８０年＝２６３→８５年＝３１７→９０年＝３７０（第12表）となって極めて長足

の伸張が示される。その意味で，いま直前で摘出した，「バブル形成期＝労働

市場・逼迫化」という図式が如実に反映されているが，しかし事態は直ちに暗

転していく。なぜなら，直後のバブル崩壊を契機にして，９５年＝４０８→２０００年

第11表　労働市場の状況

完全失業
率（％）　

完全失業
者（万人）

一般職業紹介新卒者就職率（％）新卒者求人倍率

年次 求人充足
率（％）　

有効求人
倍率　　

大学卒高校卒中学卒大学卒高校卒中学卒

１.２………６３.８４４.９４５.２……０.６１９５０
２.５１０５５３.４０.２７３.９４７.６４２.０…０.７１.１　５５
１.７７５２９.２０.６８３.２６１.３３８.６…１.５１.９　６０
１.２５７１８.６０.６８３.４６０.４２６.５…３.５３.７　６５
１.１５９１０.５１.４７８.１５８.２１６.２…７.１５.８　７０
１.９１００１３.００.６７４.３４６.６５.９…３.４６.０　７５
２.０１１４１０.５０.８７５.３４２.９３.９…１.９２.８　８０
２.６１５６１１.２０.７７７.２４１.１３.７…１.８１.８　８５
２.１１３４６.２１.４８１.０３５.２２.８２.８２.６３.０　９０
３.２２１０１０.３０.６６７.１２５.６１.５１.２１.９２.４　９５
４.７３２０１０.５０.６５５.８１８.６１.０１.０１.４１.３２０００
４.４２９４８.２１.０５９.７１７.３０.７１.９１.５１.３　０５

（資料）労働省・厚労省『労働統計要覧』，厚労省『労働経済白書』，文科省『文部科学統計要覧』各
年版，日本統計協会『日本長期統計総覧』第１巻，リクルートワークス研究所��（「ワー
クス大学求人倍率調査」）による。

　　　有効求人倍率および充足率は新規学卒者を除き，パートを含む一般労働者のもの。
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＝３９４となって絶対額でも縮小に転じる�　　�からに他なるまい。したがって

総じて，まず「名目賃金」に関しては，「景気→労働力需要→賃金」というトリ

アーデ関連は明瞭であろう。

しかし，次に「実質賃金」（１９３５年＝１００）へ目を転じると，ややその弾力化が

浮上してくる。すなわち，その数値は，８５年＝３８８�３→９０年＝４２０�９→９５年＝

４３８�２（第12表）となって，バブル期はいうまでもなくバブル崩壊直後でも，そ

れなりの堅調な上昇を遂げた後，バブル崩壊後の不況期になってようやく，

２０００年＝４２３�７→０５年＝４１２�８（第12表）という下落へと移る。その点で，「物価

状況の停滞化・生活水準の慣性化」という，「実質賃金」に特有な個性に規定さ

れて，「バブル崩壊」の，「実質賃金」に対するマイナス作用はやや「間接化」を

否定できないように思われよう。したがって，「実質賃金」のまさに「固着性」

にも注意を払っておきたい。

第12表　賃金と労働日

  �������������������������������������������（１月当り）

１月平均労働時間電力・
ガス・
水 道

運輸及
通信業

金融及
保険業

卸・　
小売業

製造業建設業鉱　業

調査産業計

年次
製造業

調　査
産業計

実質賃
金指数

実質賃
金指数

平均

円

２６６.３７２.８８４８.４０１０２.８５３.０５４４.５３１０３.７５４.２３１９３０
２７２.８７２.８８４８.４２１００.０５０.４９４４.３０１００.０５１.１５３５
２７８.０時間８２.７２５８.６９７１.４６１.７３７８.６０６９.７６１.０５４０
１８３.４１８５.８２,３１２２,２４７１,９９３３１.６１,７５６２,３１２３４.６１,９５０４７
１９５.６１９４.６１１,５１４１４,４５８１２,８０２９５.０１０,６４９…１０,７３５９７.５１１,０７６５０
１９８.０１９４.８２１,８１１２５,１３２１７,９６３１１０.２１６,７１７１４,６０９１８,４８８１１９.４１８,３４３５５
２０７.０２０２.７３６,１７８２８,３３６３２,１９１２３,１３９１３５.３２２,６３０２１,２１３２６,２５０１４３.８２４,３７５６０
１９１.８１９２.９５９,６２７４７,１６４５０,４８６３６,４６４１５９.７３６,１０６３９,４３９４１,６５０１７１.９３９,３６０６５
１８７.４１８７.７１０６,６４８８４,８２５８５,２６０６８,６４７２４２.４７１,４４７７１,７２７７９,２０９２５３.４７５,６７０７０
１６７.８１７２.０２４１,０３９１９８,６６９２０６,９７９１６４,９５８３２４.７１６３,７２９１５８,０４５１９７,３０１３４６.９１７７,２１３７５
１７８.２１７５.７３３７,０４７２８１,５７３３２４,１０８２３９,４７８３５１.７２４４,５７１２５１,５７９２８１,４７８３７３.８２６３,３８６８０
１７９.７１７５.８４２７,１７１３４３,９２３４０８,１２４２７２,６９２３７１.６２９９,５３１３０６,２４４３４２,３３９３８８.３３１７,０９１８５
１７６.６１７１.０５１６,８２０４１３,０７７４９０,００２３０９,２１８４０５.５３５２,０２０４０１,５６０３７９,７７７４２０.９３７０,１６９９０
１６３.９１５９.１５８４,１９８４５４,４８８５４１,２００３３６,１７５４２４.１３９０,６００４５０,６７９４３５,２０１４３８.２４０８,８６４９５
１６４.７１５４.９６０５,３６０４０８,２４３５４６,３７５３０７,１０３４３８.５４０６,７０７４５５,６２２４５６,４４９４２３.７３９８,０６９２０００
１６６.８１５２.４６１３,１３１４３９,３６６５５５,４９５２９６,９６４４３１.５４１９,６５６４３９,５５３４７９,１１７４１２.８３８０,４３８０５

（資料）三和・原『近現代日本経済史要覧』（東大出版会，２００７年）１５頁。
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［３］景気変動　最後に，この「基礎構造」を③「景気変動」４）過程から総合化

しておきたい。そこで第１に�「バブル形成局面」（８７～８８年）からスタートす

ると，最初に１つ目に（イ）その「基本指標」が注目されるが，まず景気動向の

絶対的水準を示すそのうちの�「累積景気動向指数」は，円高不況の８５－８６年

局面で一旦は６０００レベルから５５００水準へと低下したが，８７年から上昇に移り，

そこから８８年に掛けて５５００→７０００へと一直線の上昇ラインに乗った。その結

果，８７－８８年間に差し引き１５００ポイントもの指数向上を実現したわけであり，

バブル景気の進行が手に取るように映し出されている（第１図）。ついで，こ

の動きを�「経済成長率」（％）方向からも確認しておくと，円高不況の煽りで

８５年＝５�６→８６年＝４�７→８７年＝４�３と３年連続で低下した後，８８年から上昇に

転じて，８８年には６�９％という（第13表）高いレベルを確保していく。したがっ

て，「バブル形成」過程の開始がよく分かろう。そのうえで最後が�「企業利益

率」（％）に他ならないが，この方向からも同型の軌跡が浮上してこよう。すな

わち，まず８５－８６年の円高不況過程で４％超から３％レベルへと下落したが，

その後は８６－８７年段階で反騰に移りつつ，この２年間で５％の大台へと達す

る。その点で，この利潤率面からしても，８７－８８年局面からの「バブル移行」

が明瞭であろう（第１図）。

第１図　景気循環指標

（資料）前掲，三和・原『要覧』１８２頁。
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ついで２つ目に（ロ）「国内総支出構成比」（％）を利用して，景気動向の内容

を点検しておこう（第13表）。このように視点を設定すると，まず�「増加要

因」としては，「民間住宅」（８６年＝４�７→８７年＝５�６）・「公的資本形成」（６�６→６�８）・

「民間消費」（５８�６→５８�９）の３つが目立つ。それに対して，むしろ�「停滞要因」

を構成したのが「企業設備」であった。というのも，その数値は１６�０→１６�０とい

第13表　国内（国民）総支出の構成比と経済成長率

  �������������������������������������������（単位：％）

完　全
失業率

経済成
長率　
（実質）

財貨・サービスの
純輸出　　　　　在庫品

増 加

総固定資本形成政府最
終消費
支　出

民間最
終消費
支　出

年次
（控除）
輸入

輸出公　的
民　　間
企業設備住　宅

２.１５.６１２.５１１.６０.８９.９１４.９６.９９.７５８.７１９７９
２.０－１４.６１３.７０.７９.５１５.７６.４９.８５８.８８０
２.２２.８１３.９１４.７０.６９.４１５.４５.８９.９５８.１８１
２.４３.１１３.８１４.６０.４８.９１５.０５.６９.９５９.４８２
２.６１.９１２.２１３.９０.１８.４１４.６５.０９.９６０.２８３
２.７３.３１２.３１５.００.３７.７１５.３４.７９.８５９.４８４
２.６５.６１１.１１４.５０.７６.８１６.２４.６９.６５８.９８５
２.８４.７７.４１１.４０.５６.６１６.０４.７９.７５８.６８６
２.８４.３７.２１０.４０.２６.８１６.０５.６９.４５８.９８７
２.５６.９７.８１０.００.７６.７１７.０５.９９.１５８.３８８
２.３５.２９.２１０.６０.７６.５１８.３５.８９.１５８.２８９
２.１４.７１０.０１０.７０.６６.６１９.３５.９９.０５８.０９０
２.１３.６８.４１０.００.７６.６２０.１５.１１３.０５２.９９１
２.２１.３７.７９.８０.２７.４１８.４４.８１３.４５３.７９２
２.５０.４６.９９.１０.１８.２１６.２４.９１３.８５４.５９３
２.９１.１７.１９.１－０.１８.３１５.０５.２１４.７５４.９９４
３.２１.９７.８９.２０.５８.１１５.０４.９１５.１５５.０９５
３.４２.５９.３９.８０.６８.４１４.６５.４１５.３５５.２９６
３.４１.２９.８１０.９０.６７.６１５.４４.７１５.３５５.２９７
４.１－１.４９.０１０.９０.４７.４１４.５４.０１５.９５６.０９８
４.７－０.３８.７１０.３－０.６７.７１３.７４.１１６.５５７.０９９
４.７２.４９.５１１.００.３６.８１４.３４.０１６.９５６.２２０００
５.００.８９.９１０.６０.１６.６１４.３３.８１７.５５７.１０１
５.４０.１１０.１１１.４－０.２６.３１３.３３.７１８.０５７.７０２
５.３１.６１０.４１２.００.０５.６１３.６３.６１８.１５７.５０３
４.７２.０１１.４１３.３０.３５.１１４.０３.７１８.０５７.１０４
４.４２.２１３.０１４.３０.２４.８１４.７３.６１８.１５７.２０５

（資料）前掲，三和・原『要覧』３２頁。
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う具合で明瞭な停滞に陥っているからであり，その点で，少なくともこの時

期では，「設備投資」がバブル景気への「着火要因」だとは評価し得まい。

そうであれば，結局次のように�「図式化」が可能であろう。つまり，「公的

資本形成」に支えられつつ「住宅」が需要構成の中核をまず担い，そしてそれが

「民間消費」に補完されながら拡張を実現することによって，最終的には，「輸

出」（１１�４→１０�４）の大幅減少を補償したのだ�　　�と。まさにこのような構成で，

「バブルへの着火」がスタートを切った。

このような基本構造を前提にしつつ，最後に３つ目に，（ハ）「成長率寄与度」

（％）（第14表）の面からこの「バブル形成局面」を総括しておきたい。そこで最

初は（�）「先行要因」であって，具体的には，「個人消費」（８６年＝１�８→８７年＝２�３

→８８年＝２�７）・「公的資本形成」（０�１→０�４→０�３）・「住宅」（０�３→１�０→０�７）の３項

目が目を引く。まさにここからは，「消費支出・公的資本形成」とセットとなっ

た「住宅」こそが景気牽引車としてのその役割を果たした事情が，まず明瞭に

浮かび上がってこよう。そのうえで�「遅滞要因」としては，何よりも「民間企

業設備」（０�９→０�６→２�６）と「在庫品増加」（△０�２→△０�３→０�５）とが顕著だといっ

てよい。もちろん後の段階でやがて前面に登場してくるとはいえ，当面のこ

の「バブル形成期」フェーズにあっては，これら２つの「民間企業関連項目」は，

「バブル景気」の，いわばやや「遅れた」加速・促進ファクターとしてこそ位置

づけられる以外にあるまい。

そして最後が�「制約要因」だが，いうまでもなく「純輸出」がこれに入る。

事実それは，△０�７→△０�８→△０�６と３年連続でマイナスを示す以上，この「バ

ブル形成局面」での「外需」は，輸出停滞が大きく影響して，むしろ制約条件と

してこそ作用する以外にはなかった。まさしく，「バブル景気」が何よりも「内

需・民需型」景気であった証左であろう。

続いて，取り急ぎ第２に�「バブル成熟局面」（８９～９０年）へと移ろう。そこ

で最初に１つ目に，やや大きな（イ）「基本指標」から点検していくと，まず�

「累積景気動向指数」はどうか。さて，バブル進行とともに８８－８９年期を経て

それは８０００レベルを超過するに至ったが，いうまでもなくこの水準は過去最

大であって，バブル景気はまさにこの９０年半ばにそのピークを迎えたと判断

してよい。要するに，８９－９０年間で１０００ポイントもの上昇を記録したわけで
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あり（第１図），その点で，「８９－９０年局面＝バブル成熟局面」と集約されてよい。

そのうえで�「経済成長率」（％）からも確認しておくと，やや注意が必要だ

と思われる。というのも，成長率は８８年＝６�９を頂点として，その後は８９年＝

５�２→９０年＝４�７（第13表）という経過でむしろスローダウンが続くからであっ

て，景気全般次元ではさらに景気上向きが持続したこの８９－９０年局面＝「成熟

局面」の裏側で，実は，成長率の緩やかな下降運動がすでに始まっていた�　　

わけである。まさに景気の下方転換が接近しつつあったとみてよい。

最後に�「企業利益率」（第１図）はどうか。そうとすれば，この利潤率ベク

トルからも「景気転換の接近」は同様に予測可能だと考えてよく，具体的に指

摘すれば，この局面の利潤率はいわば「２ステージ」構成を描いて進行をみた。

まず「第１ステージ」としては，１つの下降を経験しつつも，ほぼ８９年いっぱい

は上昇を継続させて８９年末には６％台にも接近する。しかしそれがピークで

あって，９０年を迎えると一転して連続下落に入り，９０年末にはとうとう５％

をも割り込む�　　�という「第２ステージ」に至るといってよい。したがって，

この企業利益率動向からも，すでに下降転換点が顔をみせているわけであり，

まさしくその意味で，この「８９－９０年局面」が「バブル成熟局面」であった点が

否定できまい。

以上を受けて，次に２つ目として（ロ）「国民総支出構成比」（％）（第13表）に

まで立ち入っていこう。そこでまず�「増加要因」としては，何といっても「企

業設備」の拡大が特筆されてよい。先に指摘した通り，この「設備投資」は「バ

ブル形成期」にはむしろ「出遅れ」ていたが，この局面では顕著な伸びに移り，

８８年＝１７�０→８９年＝１８�３→９０年＝１９�３という膨張基調に乗る。こうして，この

「バブル成熟局面」における需要形成のリード役は「住宅」などから「設備投資」

へと明確に転換したとみてよいが，しかしこの局面ですでに「成長率・利益率」

に一定の「翳り」が生じつつあった以上，この「設備投資拡大」がやがて「過剰資

本化」せざるを得ないのもまた自明であった。まさに「過剰投資の進行」以外で

はあるまい。

それに対して�「減少要因」としては「民間最終消費」の停滞が特に目に付く。

すなわち５８�３→５８�２→５８�０という数値が拾えるから，　　「バブル形成局面」で

は１つの景気支持ファクターをなした�　　�その点で，民間消費が徐々にバブ
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ル景気を支え切れなくなっていく過程こそが目に入ってこよう。「バブル景気

＝消費主軸型」という把握は幻想に過ぎない。したがって，全体をこう�「集

約」することが可能であろう。すなわち，「バブル成熟局面」には，設備投資こ

そが需要形成の牽引車だったわけであり，まさにその意味で，バブル膨張に

果たした，この「設備投資の決定的役割」が軽視されてはならない�　　�のだと。

そのうえで３つ目に，この「バブル成熟局面」をさらに実質的に理解するた

めに，（ハ）「国内支出の増減寄与率」（％）（第14表）にまで立ち入ってみよう。

そうすると，最初に注目されるのは，�「制約要因」として「民間企業設備」こ

そが作用する点に他ならない。なぜなら，いま直前では「需要構成」における

設備投資の伸張を検出したが，にもかかわらず，「増減寄与度」で測定すると

むしろその低落が顕著だからであって，具体的には，８８年を画期として著増

第14表　国内総支出の増減寄与度

公的
需要

民間
需要

国内
需要

［控除］
輸入

輸出
在庫品
増　加

公的固定
資本形成

政府最終
消費支出

民間企
業設備

民　間
住　宅

民間最終
消費支出

国　内
総支出

暦年

－０.２４.８４.６－０.１０.６０.３－０.４０.１２.２０.２２.２５.１１９８５
０.７２.９３.６－０.１－０.６－０.２０.１０.５０.９０.３１.８３.０８６
０.９３.７４.６－０.７－０.１－０.３０.４０.５０.６１.０２.３３.８８７
０.８６.６７.４－１.００.４０.５０.３０.５２.６０.７２.７６.８８８
０.４５.２５.６－１.００.７０.１０.００.４２.６－０.１２.６５.３８９
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（資料）前掲，三和・原『要覧』１３２頁。
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に向かいつつ８９年＝２�６という高水準を記録した後，９０年には一転して１�８へ

と大きく落ち込む�　　�のである。まさしく，設備投資機能における，「景気

刺激から景気抑制」への作用変化こそが読み込まれるべきだが，結局，量的拡

大状態にある設備投資が，景気支持にはもはや寄与しなくなっているのであ

り，その意味で，「過剰資本形成」以外ではあり得まい。

それと比較して，逆に�「促進要因」を構成するのは，１つには「民間住宅」

（０�７→△０�１→０�３）であり，そしてもう１つは「公的資本形成」（０�３→０�０→０�３）に

他ならない。その点で，一面では，「『公的資本形成』を土台とした『住宅』」と

いう，「バブル形成局面」での景気牽引図式が再登場したとも考えられるが，

また他面では，「設備投資の『過剰投資化』」の，「公的方向からの『補完』」の出

現だとも整理できよう。それに加えて，「輸出」（△０�６→△０�３→０�１）の微増傾

向も注意されてよく，このベクトルからも，資本過剰における，「従来型＝外

部処理型」パターンの再発動が無視できまい。いくつかの新動向が進行していく。

そうであれば結局，以下のような�「集約」が手に入ろう。すなわち，「バブ

ル成熟局面」前半の「設備投資・牽引型」は，その末期に，「公的需要・補完型」

へともう一段の変容を余儀なくされると図式化可能なのであり，したがって

その意味で，まさにこの極点にこそその「崩壊」が待ち構えていた�　　�のだと。

「バブル劇場」の必然的終幕に他なるまい。

こうして第３に�「バブル崩壊局面」（９１－９３年）を迎える。そこで，最初に

１つ目として（イ）「基本指標」からみていくと，まず�「累積景気動向指数」は

どうか。さてこの指数は９０年末に８０００を超えて頂点を印した後，今度は，そこ

をピークとして９３年半ばまでは一挙の墜落過程に入り，９３年＝６０００というボト

ムへと落ち込む。そしてこの底値は，まさにバブル開始点である８７年レベル

にこそ相当したから，その点で，この９０－９３年の３年間で実に「２０００ポイント」

もの指数暴落を経験したことになろう（第１図）。まさしくこの下落幅は空前

絶後のものである以上，この「９１－９３年局面」でバブルはその「崩壊」に至った。

ついで�「経済成長率」（％）へ目を転じると，このベクトルからもその「崩

壊」状況は明確といってよい。つまり，すでに指摘した通り，成長率は，バブ

ル拡張にもかかわらず，８８年＝６�９を頂点として，それ以降は８９年＝５�２→９０年

＝４�７という下降軌跡を辿ってきたが，その下落基調は「バブル崩壊」に直面し
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てさらに一層大きく落ち込む。事実，その後は９１年＝３�６→９２年＝１�３→９３年＝

０�４（第13表）となって一路ゼロ成長へと接近するから，その点で，「バブル崩

壊局面」が成長率の大幅下落を招来させた関連は余りにも明白ではないか。

最後に，この「崩壊」状況を�「企業利益率」（％）（第１図）に即しても検証し

ておこう。この点もすでにふれた通りであるが，８９年には６％水準にも迫っ

てそのピークを画したが，そこを下方転換点にして，バブル末期からは，「停

滞＝踊り場」を経由しながらも，明確に下降方向へと転じ始めていた。その意

味では，「バブル崩壊」の直前から�　　「株価暴落」に一歩先んじて�　　�企業

利潤率はその低下を開始していた点が重要だが，まさにそれが，さらに「バブ

ル崩壊」に連動して一段深い下落へと急降下するわけであって，９１－９３年に

掛けて５％レベルから２％水準へと墜落を余儀なくされる。その結果，９３年

にそのボトムを経験していくが，こうして，「バブル崩壊」が企業利益率下落

に結果したことは自明であろう。

続いて２つ目に，（ロ）「国民総支出構成比」（％）（第13表）サイドからも点検

しておきたい。そこでまず�「減少要因」が興味深いが，何よりも「企業関連」

の落ち込みが顕著という他はない。すなわち，まず中軸たる「企業設備」が９１

年＝２０�１→９２年＝１８�４→９３年＝１６�２となるから，何よりも「設備投資」の継続的

減少が景気の足を大きく引っ張った点が明瞭であるが，それだけではない。

それに加えてさらに，企業関連の他の項目である，「在庫品増加」（０�７→０�２→

０�１）および「輸出」（１０�０→９�８→９�１）も縮小を余儀なくされていることもそれを

傍証している以上，全体として，「企業関連」が景気下落を大きく規定してい

る事情は否めまい。要するに，「企業投資」縮小こそがまさに「バブル崩壊」の

主因だったわけであろう。

それに比較して，�「増加要因」を構成したのが，「民間最終消費」（５２�９→５３�７

→５４�５）・「政府最終消費」（１３�０→１３�４→１３�８）・「公的資本形成」（６�６→７�４→８�２）

の３つであった。その場合，これら３項目は，「バブル形成局面」ではむしろ

「減少・停滞要因」であったから，需要構成におけるその基本図式には一定の

変質が進行した�　　�とこそ把握すべきだが，まさにその意味で，従来の景

気牽引車たる「民間投資」を「民間消費および政府投資」によってサポートする

という，まさしく「バブル崩壊型・新図式」の定着が確認されてよい。
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そうであれば，全体はこう�「集約」されていこう。すなわち，「バブル成

熟」の牽引力が「設備投資」にこそあったことの丁度「裏返し」として，「バブル

崩壊」の「主犯」がこの「設備投資・縮小」以外ではない点もまた明白である�　　

と。まさしくこの側面こそ，「バブル崩壊＝過剰資本の強制的整理」の，その

明白な一断面だというべきであろう。

そのうえで，「バブル崩壊局面」を景気変動過程としてさらに現実化するた

めに，最後に３つ目として，（ハ）「国内総支出の増減寄与度」（％）（第14表）に

までメスを入れてみたい。そうすると，最初に�「制約要因」としては，取り

分け「企業関連」の決定的な惨落振りが印象的であろう。そのうちでも特に「民

間企業設備」の下落が著しく，それは，「バブル崩壊」を契機にして，例えば９０

年＝１�８→９１年＝０�８→９２年＝△１�４→９３年＝△１�８→９４年＝△０�９という惨憺た

る下落基調を辿った。その点で，この設備投資停滞こそが，「バブル崩壊」後

不況の主因に他ならないことに疑問はあり得ないが，またそれと同時に，も

う１つの「企業関連」である「在庫品増加」（△０�２→０�２→△０�４→△０�２→△０�１）

の落ち込みも無視できないかぎり，総体的には，これら「企業関連」指標の不

振が景気を大きく落ち込ませた。

それと較べて，�「促進要因」に躍り出たのは「唯一」「公的固定資本形成」で

あった。つまり，この項目は，民間関連の影に隠れて，バブル膨張局面では

むしろ「日陰の存在」に止まったが，この「バブル崩壊」以降は，民間需要の顕

著な下落にともなって，再度その役割の拡張が目立ってくる。具体的には，

０�３→０�２→０�９→０�９→０�１という軌跡が検出できる以上，明らかに，「バブル崩

壊」が明瞭になる９２－９３年フェーズにおいてこそ，その有意な増大が確認可能

といってよい。こうして，この「寄与度」の面からも，民間需要の減退が「政府

固定資本形成」によって辛うじて補完されていった構図が一目瞭然であろう。

そうであれば最後に，「バブル崩壊局面」をその「需要構造」サイドから�「集

約」を試みると，以下のような図式が明確に浮上してくる。すなわち，全体と

しては，「民間需要」が４�４→２�２→△０�７→△１�２→０�７と推移して明瞭にその寄与

度を下げているのに比較して，「公的需要」は，０�８→０�７→１�３→１�４→０�６（第14

表）という経過で著しい上昇過程を進行していく。したがってその点で，「バ

ブル崩壊局面」では，まさしく「民間需要低落―公的需要による補完」という構
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造がその色を濃くしていくわけであり，そこには，「過剰資本累積の『強制的

整理』」という，その本質図式が極めて明瞭に現出している�　　�と総括可能な

のではないか。

Ⅱ　組織化体系（Ⅰ）　　 階級宥和策

［１］労資関係　次に，以上のような「基礎構造」を土台として展開された，

国家による「体制組織化作用」の現実過程へと入っていこう。その場合，この

「体制組織化」機能のまず第１は�「階級宥和策」に他ならないが，最初にその

第１側面としては，いうまでもなく①「労資関係」５）こそが位置付けられる。

すでに別稿で詳細に検討したように，７０年代低成長期の中で，「減量経営－協

調的労資関係－日本型経営システム」という体系的な労資関係の確立をみた

が，バブル期に入ると，それを基本的土台にしたうえで，その新動向型再編

成こそが進行を開始する。すなわち，「不規則就業」構造の展開に立脚した，

「新型・労資関係」構築の試み以外ではないが，それを通して，「日本的雇用関

係」はもう一段の転換を余儀なくされていこう。そこでまず第１に，このバブ

ル前後期に支配的となった「不規則就業」関係展開の，�その「背景」把握が必

要だといってよい。その点をふまえて最初に１つ目に，タイプ的比較のため

に，（イ）「従来パターン」を取り合えず確認しておくと，いうまでもなく，少

なくとも低成長期までは，企業にとっては，「安定的な雇用保障」こそが，労

資関係におけるその最大の遂行課題であった。というのも，景気後退や合理

化によって過剰になった労働力を欧米のように簡単にはレイオフできない以

上，日本企業は，以下のような順序で対応を図ったからに他ならない。すな

わち，まずボーナスなど一時金削減や賃金抑制あるいは残業時間削減を実行し，

それで処理し切れない部分を，次にパート労働の削減・配置転換・出向・転籍

などで対処したのであり，とにかく「雇用保障」だけは維持しようとする�　　�日

本企業に特有なその「雇用調整パターン」が遂行されてきた。

しかし，「プラザ合意→円高不況→バブル」という構造転換に直面して，「日

本型・雇用調整パターン」は，（ロ）「変質条件」への対応を迫られる。すなわち，

それは，「減量経営の進展」・「総人件費縮小」・「��化進行」・「経済のサービス
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化」・「高齢者化」・「女子労働力の拡大」として集約可能だが，８０年代に入って，

「労働市場」を巡る環境変化が一挙に芽を吹く。そしてまさにそれに連動して

こそ，労働法制にも一定の新動向が検出可能だが，このような周辺条件の変

化の中で，「安定的雇用保障」が大きく揺らいでいくのは当然であった。した

がって，「バブル期・労資関係の背景」としては，結局，以下のように（ハ）「集

約」される以外にはあるまい。つまり，従来の日本型労資関係においては，過

剰労働力の雇用をあくまで守ろうとするスタンスが強く，そしてそれが，一

方では，「正規従業員」の強い動機となって企業忠誠心を育むとともに，他方

では，労働組合のまさに「協調性」を担保してきたが，「不規則従業者の増大」

＝「雇用の多様化」に直面して，それが大きく揺らぎ始めてきた�　　�のだと。

要するに，「不規則従業者」問題の決定的表面化以外ではあるまい。

このような「背景」を押さえたうえで，次に第２に，この「不規則就業労働」

の�「構造」にまで立ち入っていきたい。そこで，最初に１つ目は「不規則就業」

の（イ）いわば「従来型」だが，まず�「パート労働者の拡大」が目に付く。すな

わち，総務庁「労働力調査」に基づいて「週就業時間３５時間未満の非農林業短時

間雇用者」でみると，８５年で４７１万人，全雇用者の１１�１％にも達している（『婦人

労働の実情』８６年版）。そして，そのうち女性パートタイマー労働者は７１％，

３３３万人を占めるから，この女性パート雇用こそが女性労働力率高まりの一端

を構成していた。しかし問題は，その労働条件の劣悪性であって，常用雇用

者とほぼ同様の労働を行っていながら，その賃金（時給）は一般女性労働者の

所定内賃金の７３％で５９５円となるから，高卒女子初任給レベルに止まっている。

さらに「有給休暇」の制度化（約３割）も低いだけでなく，雇用保険・健康保険

の適用率も目立って低い。要するに，��化進展による「定型業務・単純作業」

増大に立脚して，労務コスト削減の面から，女性常用雇用の抑制・削減化と

そのパート労働による代替化が強力に進行をみたわけである。

ついで第２の「従来型」としては�「出向」が指摘されてよい。すなわち，こ

の「出向」自体は決して新しい労働形態ではないが，「労働の多様化」の波の中

で，いわば新しい進展をみる。そこでまずその現状を押さえておくと，例え

ば『労働白書』によれば８６年段階で，①「出向実施企業比率」＝産業全体の約７

割，千人超規模企業の９割，３００人超規模で７割が実施，②「年齢構成」＝４５歳
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以上が全体の３４％，③「企業分野」＝出向比率が５０％を超える産業分野は金融・

電気・ガス・サービス業，④「役職別」＝ホワイトカラー管理職１１�２％，非管

理職６�９％，ブルーカラー現業部門６�３％を占める�　　�という概略図が描かれ

る。したがって，バブル期には，特に大企業・管理職のウエイトの高さが目

を引くが，こうした結果，出向該当者は総計で実に約６０－７０万人にも及ぶと

推計されるといってよい。

そのうえで，「出向者タイプ」にまで立ち入ると，例えば，①「子・関連会社

への経営・技術指導の人材援助型」約７割，②「余剰人員・人事処遇上の問題

解決のための人材調整型」約３割，③「キャリア開発などの人材教育の一環で

ある人材教育型」約３割，などという構成分布が手に入る。したがって，この

平面図からは，「企業経営の多角化・活性化」に起因した「人材援助型」の比率

がなお大きいが，他面，「バブル期」を巡る最近の「瞬間風速」的増加テンポと

しては，「安定的就業体制」の動揺に伴う，「再就職先の確保」・「余剰人員の発

生」・「賃金コストの削減」を意図した「人材調整型」出向の，その質的・量的ウ

エイト拡大こそが重視されてよい。まさにその意味で，この「バブル局面」で

は，一面では，「中高年層の肥大化」という長期的な「企業の年齢構成的性格」

に規定されて，そしてもう一面では，「景気変動」に連動した短期的な「雇用調

整手段」という役割を担いながら，この「人材調整型出向」はその重要性を増し

ていく。要するに「出向」の８０年代型形態ではないか。

それに加えて，「従来型」に新動向が加味されて進行しつつある「新しいパ

ターン」としては，第３に，�「男女雇用機会均等法」下の「女性労働」が指摘さ

れてよい。そこで，まずこの「均等法」（８５年５月制定，８６年４月実施）の骨子

をみておけば，周知のようにここでは，概略として，①「募集・採用・配置・

昇進」における男女の均等的取扱い義務，②「教育訓練・福利厚生・定年退職・

解雇」についての男女差別的処遇禁止，③「女性の時間外・休日・深夜労働規

制」の一部門での緩和・廃止�　　�が規定されている。したがって，「雇用管

理全般にわたる，男女の均等な機会と待遇の確保」こそがその主眼をなすと把

握してよいが，それへの対応を迫られた企業にとって，その最大の課題は，

何よりも，「昇進とこれに対する処遇面」での対応だとされた。というのも，

女性労働者は「一般に」就労期間が短いから，いわゆる「終身雇用型・雇用管理」
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を採用している日本企業にとっては，「男女同一の教育・昇進・待遇」に関わ

るコスト負担はそのリスクが相対的に大きい�　　�と判断されがちだからに

他ならない。まさにここからこそ，そのリスク回避を意図して，いわゆる「複

線型コース別人事管理」が導入されていったのであり，一定の普及をみた。

すなわち，それは，基幹社員になる「総合職」と，「定型的・補助的業務」に

専念する「一般職」とに区分して採用・管理・処遇するシステムであるが，そ

の場合の，企業側主張のポイントには，このシステムが採用する「基準」は，

決して「男女差」にあるのではなく，むしろ「女性労働者の意志と能力」にこそ

ある�　　�という「建前」が置かれている。したがって，女性労働者に対する「個

別的な雇用管理」という点がこの「雇用システム」の「隠れ蓑」になっていると

判断されるべきだが，それを踏まえると，このシステムの「本質」としては，

以下のようにこそ把握されるべきではないか。すなわち，「均等法」に立脚し

た，まさにこの「複線型コース別人事管理」を通してこそ，「女性労働者におけ

る『二極化傾向』」が一層進む以外にはなく，その中で，一方における，「総合

職」の「超過密・多忙労働」への「追い込み」化と，他方での，「一般職」の「不安

定的・劣悪労働条件」への「囲い込み」化，とが急速に進行していくのだと。ま

さしく「現代型・女性労働問題」の噴出である。

続いて２つ目に，（ロ）「新型・不規則就業」パターンへ視角を転じよう。そ

こで最初は，何よりも�「派遣労働者の増大」が顕著であるが，その背景とし

ては大まかに２分できる。そのうちのまず第１段階は，石油危機を契機に増

大したパターンで，その構造としては，例えば労働省「職業別労働実態調査」

（７９年）によれば，以下のような図式が検出可能だといってよい。すなわち，

①「情報処理関係」　　「男子型」（６４�２％）かつ「若年型」（３５歳未満９４�３％）で

あって「常用形態」（７０－８０％）が中心，②「事務処理関係」　　「女子型」（女子比

率９４�４％）かつ「再雇用型」（２５－３４歳６９�４％，３５－４４歳１３�９％）でしかも「登録

型」（女子の常用雇用比率４�１％）が基本，③「ビルメンテナンス業」　　「中高年

齢層型」（男女とも４５－６４歳層中心）かつ「常用雇用型」（男女とも約８割）が基

軸，という絵柄が出現しよう。そして，その場合に注目されるのはいうまで

もなく「派遣利用の理由」以外ではないが，それが，「従業員数の抑制」や「賃金

コストの抑制」という「労務コスト削減」に帰結するのは当然とみてよい。とい
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うのも，特に「情報処理・ソフトウエア関係」では，「外部の専門性への依存」・

「自社内育成の困難」・「質の高さ」などがその個別・具体的理由に挙げられてい

るが，結局それらは，若年定年制＝「労働の希釈化」に対応した，「自社内での

社員研修・訓練費用の節約」や「女性に対する常用雇用形態の適用抑制」という

企業戦略の一環以外ではない�　　�からである。まさに「労賃コスト抑制」にこ

そ立脚していよう。

そのうえで第２段階こそ，「労働者派遣法」制定（８５年６月）以降のパターン

だといってよい。周知の通り同法は，労働供給事業を禁止している「職業安定

法」第４４条との齟齬を調整しつつ，使用者責任の不明確性に起因する労働者保

護の不十分性を解決しようという点を狙いにしており，それを基準として，

情報システム・��機器操作など１６業種が「労働者派遣事業」として認定された。

その場合，このような「派遣事業」進行において焦点をなすのは，まず１つに

は，「常用雇用型・事務処理関係労働者派遣」ではないか。なぜなら，この部

門こそ「派遣システムの典型的形態」であるうえに，何よりもこの「常用雇用

型・情報処理関係派遣労働」においてこそ，「二重派遣・派遣期間長期化・長

時間労働」などという労働条件の劣悪性が顕著だったから�　　�に他ならない。

その点で，この「派遣法」制定による，「労働条件の改善」効果が実質的に試さ

れていこう。そしてもう１つは，同じ「事務処理関係」でも「登録型・臨時雇用

型」のタイプだが，この部門では，派遣事業の対象範囲が広がったことによっ

て，むしろ次のような問題点の発生こそが懸念される。すなわち，��化によっ

て定型化した一般事務において外部労働力市場の利用が高まる結果，非常用

雇用による常用雇用の代替化がいうまでもなく進むが，それを通して，さら

に最終的には，全体的な「雇用不安」の拡大が著しく膨張せざるを得なくなる

だろう�　　�と。まさにこうして，「派遣事業の法制化」が「不規則就業」問題

をさなきだに拡張させていく。

続いて，「新型・不規則就業」の第２パターンとしては�「６０歳定年制」が指

摘されてよい。いうまでもなく，「高年齢者等の雇用安定等に関する法律」の

制定（８６年４月）がその契機をなし，その中で，中高年齢層の処遇解決を目指

して「雇用期間の延長」が試行された。そしてその背景に，「労働市場の高齢化」

と「新たな不規則就業形態の広がり」とがあるのは当然だが，事実，６０歳ある
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いはそれ以上の定年制を採用する企業は急速に増大し，それは，８０年＝３９�７％

から８５年＝５６�６％にまで拡大をみている（５０００人超企業＝８４�９％）。まさにこの

ような背景の下で，「高齢者層」が新しい形を伴って「不規則就業」エリアの中

に「新規参入」を始めたわけであり，「不規則就業」のプールは一層その厚みを

加えていった。要するに，高年齢層問題への政策的対処が雇用不安を逆に高

めつつあるというしかない。

しかもそれだけではない。このような，一方での「定年制引き上げ」は，他

方では，いうまでもなく，「一時出向・退職出向・役職定年制・昇給ストッ

プ」などという，各種の「人員削減・労務コスト抑制」戦略とセットとなって実

施された�　　�のはいわば自明であった。そしてそうであれば，この「６０歳定

年制」は，企業における特別な処遇措置なしに実行される条件下では，むしろ

「低賃金・不安定労働条件」に規定された「不規則就業」体制を一層拡張すると

いう作用のみをヨリ強く表面化させざるを得まい。まさしくこの点こそ，「６０

歳定年制＝『新型』不規則就業体制の一環」という整理が可能になる，その所以

なのである。

そのうえで，「新型・不規則就業」の最後に，やや性格が相違するが，�「成

果主義」が位置づけられてよかろう。というのは，これまでに列挙してきた「不

規則就業」の大部分がいわば「非正規ホワイトカラー労働者」を巡る「新雇用形

態」であったのに対し，この「成果主義」は，むしろ「大企業・正社員」エリアに

おける「新しい労資関係」展開と規定してよいからに他ならない。そこでまず

その「背景」が注目されるが，それは以下の２点にこそ集約されていこう。つ

まりまず１つは，企業が「円高不況→バブル崩壊」の過程でシビアに直面した，

いうまでもなく「総人件費削減」への指向性であって，「バブル崩壊→大型不況

→国際競争激化→コスト削減」という現実が，企業をして，「正規労働者」に対

してまでも人件費削減を実行せしめた。しかし，それを現実化させるために

は一定の労資慣行的変質が不可欠であるが，その土台を担ったものこそ，も

う１つの，グローバル化の波に乗って進行した，８０年代以降からの，「アメリ

カ型雇用システム」の日本企業への導入であった。まさにこのような潮流の中

でこそ，特にバブル期を分水嶺として，「正規雇用層への賃金調節方式」とい

う意味をもつこの「成果主義」が，大きく進展していくといってよい。
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そこでその「実態」が問題となるが，いうまでもなくその前提には，「年俸制」

という給与支払方法がある。まさにこの「年俸制」を基礎としてこそ，その基

盤のうえに，労働者からの，「職務遂行」に関わる「自己申告制」と，企業側か

らの，それに対する「業績評価＝客観的査定」とが位置づく。そして，その「評

価」を基準としてこそ「賃金水準」が決定をみるから，「総人件費」を固定化した

ままで，結果的には，労働者個人間に，「賃金格差」をそれこそ「客観的」に導

入可能になる�　　�と判断できよう。したがって，新たな「労働者分断策」の

出現に他ならないが，まさにその意味で，「正規雇用者層」への再編へと導く。

そうであれば，この「成果主義」が，以下のような問題点を惹起せざるを得

ないのは余りにも明白ではないか。すなわち，まず「客観的成果判断の困難性」

が直ちに明瞭であるが，それが，職場競争を激化させつつ所得格差を拡大さ

せるから，そこから「労働意欲喪失」と「労働者連帯感の解体」をもたらしつつ，

結局は，「資本による生産点組織化」作用を大きく減退させる以外になかろう。

要するに，「成果主義」を通して，「人件費削減」の代償として，資本＝企業は，

「労働者の，企業への安定的包摂」を自ら掘り崩しつつあるというしかない。

まさしく，「階級宥和策」面での「墓穴掘り」が，その進行を一路速めていく。

以上のような「不規則就業労働」の「構造」を前提にしたうえで，最後に第３

に，この「不規則就業労働」のベクトルから，「バブル期・労資関係」の�「本

質」を総括しておきたい。そうすれば，その「本質」は取り合えず以下のように

集約可能だと思われる。すなわち，「バブル崩壊」の打撃克服の一環として，

企業は，「不規則就業」の多面的展開を追及し，その実行を通して，確かに一

面では，「人件費削減・雇用量の抑制」効果を獲得したことは否定し得ないが，

しかし他面，この「不規則就業システム」は，「資本による企業内組織化」を基

本的に「はみ出す」ものである以上，その帰結として，資本自らのコントロー

ル機能を発揮できない「労働者部分」を広範に抱え込むことにならざるを得な

い。しかもそれだけではなく，さらに，「成果主義」路線の帰結として，「正規

労働者層」の無視し得ない部分を，いわば「企業統制力」の外部へと放擲するこ

とにもなるかぎり，それを通じて，「資本の労働者支配」は自ら大きな「綻び」

を作り出す結果になる他ないのだ�　　�と。

したがってこう結論できよう。「バブル型・労資関係」の中で，「階級宥和
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策」がその「空洞化」に直面するのは一目瞭然であり，まさにその意味において，

それは基本的な「変容」を遂げるのだと。

［２］労働運動　続いて，「階級宥和策」の第２側面としてはいうまでもなく

②「労働運動」がそのポイントをなす。そこで，「バブル期・労働運動」６）を差

し当たり「バブル局面・春闘体制」の展開に即してフォローしていくことにす

るが，そうすると，まず第１に�「８６春闘」が問題になってこよう。その点で

最初に１つ目として，（イ）その「背景」から入ると，まさにバブル開始に相当

するこの８６年段階の，その特殊条件性が無視し得ない。すなわち，周知のよ

うな日本の継続的な貿易黒字累積が国際的に批判され，したがって，「内需主

導」への政策転換を迫られていた政府側からする「内需拡大論」があったから，

それが，「春闘」への「意図せざる」援護作用を果たした。やや具体的に指摘す

れば，経済審議会「１９８０年代経済社会の展望と指針・見直し作業報告」（８５年１２

月）および通産省産業構造審議会「２１世紀産業社会の基本構想・中間報告」（８６

年２月）などがそれに当るが，これらの報告を通して，政府側から，「���の

約６割を占める個人消費の拡大を図るために」「経済発展の成果を賃金と労働

時間短縮に適切に配分する」必要がある�　　�とされたといってよい。

まさにこのような「背景」の下でこそ，「８６春闘」はその取り組みを始動させ

ていく。そこで２つ目に，（ロ）「労働者側・闘争方針」へ移ると，直前に確認

した「政府・内需拡大論」に背中を押されつつ，しかも８５年秋以降の「円高不況」

脱出をも狙って，「積極的賃上げ路線」を明確に打ち出した。いうまでもなく，

労働組合側は，これまでも内需拡大による経済成長を賃金交渉の理論的武器

に設定してきたが，「円高不況」を好機にして，「積極的賃上げによる消費拡大

＝内需拡大」論を改めて鮮明にスローガン化したといってよい。そして，まさ

にこのような立脚点に立ってこそ，労働４団体（総評・同盟・中立労連・新産

別）と「全民労協」とが統一的に「８６賃金闘争連絡会」を設置し，それを土台にし

て闘争展開が取り組まれた。しかしその場合に注意が必要なのは，そこでの

「統一的理念」の性格であって，それがまさしく「経済要求一辺倒」である点が

極端に目立とう。というのも，その「中心理念」は，「我が国経済を内外需均衡

した中成長へと転換させるためには８６賃金闘争によって個人消費を拡大する

以外にない」とされるからであって，何よりもかかる視点からこそ，「民活頼



バブル経済と日本型現代資本主義の変容　　（村上）

－１１９－

りの政府の責任」と，「我慢の哲学」による賃金抑制を唱える財界とが批判され

ていく。まさにその結晶こそが，「７％以上の賃金引き上げ」という「賃金統一

要求基準」であったのであり，そこには，一片の「制度要求」すらもみられな

かった。

では３つ目として，その（ハ）「帰結」はどうか。しかしその結果は総合的に

は，労働側の敗北という以外にはなかった。というのも，円高不況による企

業収益低下の状況下で，「賃上げによる景気拡大」論が浸透しなかったのは自

明であったからであり，華々しいマクロ経済論議にもかかわらず，結局，全

体的な賃上げ率は４�５％に止まり，「目標基準７％」には遠く及ばなかっただけ

でなく，むしろ「過去最低」にまで沈み込んだ。そしてその背景に，「日本型・

賃金交渉スタイルの特殊性」　　�単産・中央組織が「マクロ観点」を強調して

も，賃上げ動向は，最終的には，個別組合の企業業績に制約された「ミクロ観

点」によって規定される�　　�が厳存するのは自明だが，さらにその土台に，

「経済要求一辺倒」＝「制度要求の喪失」という，「バブル期労働運動」の「本質的

限界」があったのも決して無視し得まい。

続いて第２に，�「８７春闘」へと進もう。さて最初は１つ目に（イ）その「方針」

が注目されるが，「８７賃金闘争連絡会」は，その「基本認識」を概略として以下

の３点に即して表明していく。すなわち，�「闘争視点」　　「賃金抑制，減税

拒否など内需抑制型の政策に固執」して円高不況を強めたのは政府・財界の責

任であること，�「闘争戦略」　　�それに対置できる「唯一の」方向性は「経済

政策の転換」以外にはなく，それを通してのみ，「積極的賃上げ→内需拡大→

投資拡大→雇用機会の拡大」という，「内需型の経済成長の循環の形成」が可能

なこと，�「闘争要求」　　�その際の賃上げ目標値を「６％もしくはそれ以上」

とすること，これであった。こうして，要求基準はやや下がってはいるもの

の，「賃上げ→内需拡大→成長」という「闘争ロジック」は，敗北した「８６春闘」

と同様であり，「経済闘争一辺倒」＝「制度要求欠落」の片肺性には何らの反省

もないという以外にない。

そうであれば，次に２つ目に，（ロ）その「展開」にも基本的な限界が免れ得

ないのも当然であった。なぜなら，８６年後半以降になると，構造調整産業を

中心として大量の「雇用調整・削減」が本格化してくるからであって，賃上げ
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どころかむしろ雇用確保こそが最大の課題となる単産が出てくる�　　�から

に他ならない。それをチャンスにして，資本側も「雇用か賃金か」という二者

択一の選択を組合側に迫る勢いを強めたから，「６％賃上げ目標」はあくまで

も「目安に過ぎない」というスタンスが強まった。そして実際の闘争展開とし

ては，その賃上げ目標を単産・単組の「自主決定」に送り込む以外にはなかっ

たのであり，その結果，「８７春闘」は，戦後最低の賃上げ率に終わることをま

さに運命付けられていたといってよい。要するに，「制度要求」が伴わない「賃

上げ要求」は，資本側からする，「生産性原理・経済整合論・個別企業業績・

雇用との選択」攻撃に直面すると，「個別企業組合システム」下では，たちまち

崩壊する他はなかったと集約できる。まさにその点が暴露された。

こうして３つ目に（ハ）「全体的帰結」がこう整理可能ではないか。すなわち，

円高進行によって，���・��グループ間に「企業業績格差＝要求実現格差」が

大きくなった点に起因して，「���・��統一要求基準設定」が困難になったた

め，「��主要単産が集中決着方式でまず春闘相場を形成し，これを他産業へ

波及させる」　　�という伝統的な「春闘スタイル」が崩壊に瀕したのだと。換

言すれば，各単産・単組における，「自主的賃金交渉」の模索が始まらざるを得

ないということであって，「８７春闘」はその萌芽を呈し始めたのである。まさし

く，このバブル期・労働運動はその画期的転換期に該当しているのではないか。

以上を受けて，最後は第３に�「８８春闘」に他ならないが，最初に１つ目に

（イ）その「背景」から入ろう。その場合，まず全体の前提をなすのは，何より

も「連合」（全日本民間労働組合連合会）の成立であろう。すなわち，この連合

は，まさにバブル最盛期である８７年１１月に発足したが，その規模は，５５単産，

５３５万人組合員数，対全組織労働者・組織率４５％（含オブザーバー・友好組

合），対民間組織労働者・組織率５９％，という巨大組織であった。そしてこの

連合成立に歩調を合わせて，まず同盟と中立労連が直ちに解散した他，新産

別も，従来からの方針を前倒しして，総評との統合，官公労組との統合路線

を明確にしたから，巨大な単一ナショナルセンター設立への運動が大きく前

進をみせた。まさに，従来の労働運動枠組みが激変するこのような局面の中

でこそ，「８８春闘」はスタートを切った。

こうした巨大組織の出現が，従来の「春闘中軸」の労働運動に対して無視で
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きない影響を与えざるを得ないのは当然だが，それは賃金交渉へどのような

作用を及ぼしたのだろうか。

そこで２つ目は（ロ）その「展開」に他ならないが，その場合に，運動展開の

基調を決めたのはいうまでもなく連合の「綱領」であった。つまり，そこには，

「自由にして民主的な労働運動」の追及と「力と政策による労働条件・諸権利の

獲得」とが盛り込まれつつ，さらにそれに立脚してこそ，「欧米なみの賃金か

ら欧米なみの生活」実現と「総合生活の改善・向上」獲得とが，その「活動課題」

として設定される�　　�という図式になっている。要するに，「賃上げ，時短，

政策・制度要求」が総合的に指向されているといってよく，その意味で，「政策・

制度要求」の重要化が，従来の路線からの一定の特質を端的に表現していよう。

そこで，この「政策・制度要求」の意味にまでもう一歩立ち入ると，その「意

図」については，例えば，「８８春闘」に即して発表された「春季総合生活改善の

取り組み」の中で明示されている。すなわち，そこでは，賃金要求・労働時間

短縮と並んで「政策・制度要求」が取り上げられつつ，その中身としては，「内

需拡大・税制改革・減税・土地政策・物価対策」が指摘されるのであって，そ

の方向から，「政策・制度要求」への基本的スタンスが確定をみた。その場合，

さらに注意すべきは，これらの各テーマに関して，「単産の役割と連合の調整」

および「連合の責任と単産の参加」が明瞭化された点に他ならず，まさにその

意味で，「単産と連合との役割分担」が決定をみたといってもよい。換言すれ

ば，連合が責任を持つ領域を「政策・制度要求」に限定しつつ，賃上げ・時短

などの「労働条件改善」はあくまでも単産レベルに任せよう�　　�という「役割

分担」であり，そこには，「企業別組合の連合体としての産業組合構造」という，

「日本型・賃金交渉」図式における，その「基本的継続」がみて取れよう。連合

型「政策・制度要求」の特質にこそ注意しておきたい。

そのうえで，最後に３つ目として（ハ）その「帰結」はどうか。先にみた通り，

「賃金か雇用か」の究極の選択を迫られた「８７春闘」は，史上最低の賃上げ率に

終わったが，「連合結成」と「政策・制度要求展開」とを新基軸とした，この「８８

春闘」指導が，その点で，大いに期待されたのは当然であろう。しかし，春闘

時そのものでは，バブル景気の浸透がなお不確定であったこともあって，春

闘に対するそのような「追い風」は十分には作用せず，その結果，要求実現は
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不満足なレベルに終始した。具体的には，連合「６－７％ガイドゾーン」，総

評「７％以上」という要求水準にもかかわらず，賃金交渉は，結果的には４�４３％

という低水準に封じ込まれていく。これは，過去３番目に低い水準であるし，

さらに時短に関しても捗々しい成果がなかったから，「８８春闘」も敗北と総括

されざるを得なかった。

以上こうして，「バブル景気」の「入り口」に差し掛かったにもかかわらず，

「バブル期・労働運動」は，「８６・８７・８８春闘」の３局面において連続敗北を余

儀なくされた。そして，繰り返し指摘したように，その敗北要因としては，

「企業のミクロ環境悪化」がもちろん無視はできないが，しかしそのような「客

観条件」だけではなかった。なぜなら，「制度要求」を欠いた「経済闘争」が，

「企業の個別経済条件」や「雇用維持との選択」という局面では全く無力だっ

た�　　�からであり，したがって，労働運動自体の「主体条件」の比重も決定

的に大きい。もっとも，連合成立に伴う「政策・制度要求」によってもなお，

春闘敗北からの脱出はいぜんとして困難ではあったが，しかし，その脱出路

が，「経済闘争－政治闘争の体系的結合」以外にない点もまた自明ではないか。

そのことを改めて確認しておこう。

［３］社会保障　そのうえで，「階級宥和策」の第３側面こそ③「社会保障」７）

であろう。そこで，バブル期・社会保障展開のまず第１テーマは何よりも�

「高齢化対応政策」だといってよいが，この局面における政府の高齢化対応と

して目立つのは，１つ目に（イ）「高齢者保健福祉推進１０　�ヵ年戦略（ゴールドプ

ラン）」（８９年１２月）ではないか。最初に，�その「背景」に目を向けると，周知

のように，この「戦略」は，８８年に発表された「福祉ビジョン」の内容をさらに

拡充したものであった。すなわち，予算的には，その総事業費は６兆円を超

えて，８０－８９年にわたる１０年間予算の実に３倍以上になると見込まれている

から，まさにその点で，予算規模面からしてもまたその包括性面からしても，

この「１０年戦略」が，「７３年福祉元年」以来の大方針提起であることはいうまで

もない。そのうえで，�その「構成」にまで進むと，この「１０年戦略」の骨格的

構成は大まかにみて以下の７点にこそ集約可能だと思われよう。つまり，①

在宅福祉推進１０　�ヵ年事業②寝たきり老人ゼロ作戦③長寿社会福祉基金の設置

④施設対策推進１０　�ヵ年事業⑤高齢者の生きがい対策推進１０　�ヵ年事業⑥長寿科



バブル経済と日本型現代資本主義の変容　　（村上）

－１２３－

学研究推進１０　�ヵ年事業⑦高齢者のための総合的な福祉設備の整備，これであ

る。こうして，極めて多面的な事業推進が掲げられているのであり，老人福

祉に関する，「現場施設・財政整備・介護サービス・老人問題研究」などの諸

側面からの諸施策の提起こそが，何よりも特徴的だと思われる。まさしくこ

の「１０年戦略」の多面性・総合性が顕著であろう。

したがって最後に，この「１０年戦略」の�「意義」は結局こう整理できよう。

すなわち，単に厚生大臣（当時）だけではなく大蔵・自治大臣による合意に立脚

しており，したがって，「財政的裏づけ」を明瞭に保持した，そのような現実的

土台に基づく，「総合的・体系的」な「高齢化対応プラン」に他ならないのだ�　　

と。その意味で，バブル期をまたいだ，８０－９０年代社会保障理念を端的に体

現した，その「総合的高齢者対策」だと結論できよう。

そのうえで，「高齢者対応政策」の２つ目は（ロ）「老人福祉法の改正」に他な

らない。そこでまず�その「背景」だが，この「老人福祉法」改正（９０年６月）の

主眼は，先にふれた「１０　�ヵ年戦略＝ゴールドプラン」実施のための，その基盤

形成にこそあった。というのも，「ゴールドプラン」はいわばあくまでも「プラ

ン」に過ぎず，したがって，この計画を実行する現実的諸制度が整備されなけ

れば，「１０　�ヵ年戦略」は画餅に終わるのは当然だからに他ならない。そこで，

「ゴールドプラン」実現を視野に入れてその「体制作り」が試行されたわけであ

り，この「老人福祉法」も，他の，「身体障害者福祉法・精神薄弱者福祉法・児

童福祉法・母子及び寡婦福祉法・社会福祉事業法・老人保健法・社会福祉及

び医療事業団法」などと並んで，その一環としてこそ制定に至ったと理解され

てよい。まさにその点で，「老人福祉法」が持つ，その「高齢化対応政策」の不

可欠の一部分性こそが重要であろう。

ついで，では�その「改正点」に関するポイントは何か。その場合，「改正

点」の焦点は以下の３点に集約されると判断してよいが，まず第１は①「在宅

福祉サービスにおけるその法的位置の明確化」である。まさにこれを通じて，

在宅福祉サービスの積極的推進が可能になったとともに，それの，居宅生活

支援事業としての法的根拠が明瞭になったと理解されてよい。そしてそれに

立脚してこそ，市町村に対する福祉事業推進義務の明示だけでなく，「長寿社

会福祉基金」設立という，在宅福祉サービスのための「支援体制強化」もが図ら
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れることになった。ついで第２は②「老人福祉サービス提供主体の一元化」に

他ならず，「在宅福祉サービス」および「施設福祉サービス」の，「市町村への一

元化」が図られていく。すなわち，従来は都道府県の福祉事務所で取り扱われ

ていた，特別養護老人ホームなどへの入所決定事務が，町村へと委譲された

のであり，この改正によって，老人福祉サービス提供に関わる，「都道府県」

と「市町村」との役割分担が明確化されたと考えてよい。やや具体的に指摘す

れば，都道府県の業務が，介護措置などの実施に関する「市町村間の連絡調整

や情報提供」においてヨリ体系的な任務を果たし易くなったため，一面での，

市町村による，地元密着型の「きめ細かさ」と，他面での，都道府県による，

総合視点的調整作用とが，区分けされて生かされることにもなった。一定の

「新基軸」だといってもよい。

そのうえで，最後に第３として，③「市町村の計画策定義務化」が目に付く。

すなわち，以上のような権限拡大・整備に対応して，その一種の義務として，

地方公共団体には，「福祉と保健が一体となった計画」＝「老人保健福祉計画」

の策定が義務付けられた。そして，それに対して国は必要な援助を与えなけ

ればならない�　　�とされたのであって，「老人福祉サービス」提供主体として

の地方公共団体におけるその積極的役割と，それを支援すべき国との位置関

係が，いわば体系的に整理されるに至ったと考えてよいように思われる。

そうであれば，最終的に�その「意義」はこう集約可能ではないか。すなわ

ち，この「老人福祉法」は，「ゴールドプラン」の実質的実行基盤整備という役

割を持ちつつ，「福祉サービス提供」に関して，地方公共団体の自主性明確化

と国の支援義務明確化とを明示するものだと整理されてよい�　　�のだと。し

たがって，まさにその点で，それは，バブル期・社会保障展開における，「高

齢化対応政策」の重要な一環を構成したと判断されてよかろう。

続いて，「高齢者対応政策」の３つ目としては（ハ）「老人保健法の改正」が位

置付けられてよい。そこで，�その「背景」から入ると，最も基本的には，こ

の「老人保健法」も，先の「ゴールドプラン」展開の基盤整備であることはいう

までもない。まさにそのような意図からしてこそ，この「老人保健法」が「老人

福祉法」と同時にその改正に着手されたわけだが，その直接的前提にあったの

は，８９年の老人保健制度改正であった。すなわち，そこでは，「加入者按分比
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率」の引き上げが規定され，具体的には，９０年度までには段階的に１００％にまで

高めるとされたが，しかし同時に，その到達点までに「拠出金の算定方式」を検

討・確定する�　　�という「付則」もが加えられていた。まさにこの「付則」に

沿ってこそ，８８年１０月以降「老人保険審議会」の検討が始まったのであって，そ

の結果，いくつかの紆余曲折を経ながら，ようやく９０年の１２月になって同審議

会は成案を得るに至り，それを，「老人保険制度の見直しに関する意見」として

厚生大臣に具申したといってよい。そして，厚生省は，この意見具申を受けて

老人保健法の改正作業を進め，そのうえで最終的には９１年２月時点で，「老人

保健法の一部を改正する法律案」として１２０回通常国会への提案へと漕ぎ着け

る。その結果，一部修正を受けた後，９月末に両院において可決＝成立をみた。

それをふまえて，次に�その「改正点」にまで目を向けると，概略として，

以下の３論点には大きな注意が払われるべきであろう。つまり第１点は①「一

部負担金の引き上げ」に他ならず，今回の改正でその大幅なアップが実行され

た。周知のように，この「一部負担金」は数次の上昇に見舞われてきており，

この「老人保健法」制度の発足時点でまず従来の「老人医療費の無料化」が廃止

されたが，それを嚆矢として，その後は数回の引き上げが進む。その結果，

外来が月８００円，入院１日４００円だった一部負担金は，この９２年改正によって，

外来＝９２年度中は月９００円，入院＝１日６００円に引き上げられることとなった。

しかもそれだけではない。それに加えて，いわゆる「スライド制」が導入され

ることによって，一部負担金は消費者物価の変動率に合わせて改定されるこ

とになったとみてよい。こうしてまず一方で，「一部負担金引き上げ」という

点で制度の「改悪」が目論まれる。

ついで第２点は，他方で②「公費負担割合の引き上げ」が見落とせない。す

なわち，老人保健に関する公費負担は従来３割であったが，今回の改正によっ

て，特に介護に関わる費用については５割負担へと引き上げられた。その場

合，その動因については以下の２点が重要とみてよいが，まずその１つとし

て，すでに５割となっている「社会福祉」との均衡性が否定し得まい。まさに

それとの「横並び」指向こそが今回の新措置への弾みとなったように思われる

が，しかしそれだけではない。そのうえでもう１つとして，進行しつつある

「高齢化社会」における「介護の重要性」がもちろん無視はできないから，それ
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がいうまでもなく今次改正の底流となっていった。そしてこの新方式は，９２

年１月から老人保健施設療養費などに即して実施に移された他，さらに９２年

４月からは，老人訪問看護療養費などについても適用されることになってい

る。要するに，「一部負担金」とともに「公費負担」もが引き上げをみたわけで

あって，老人保険制度におけるその緊急性が目に付く。

そのうえで第３点こそ③「老人訪問看護制度の新設」である。いうまでもな

く，これこそ今回改正の目玉であったのであり，その土台には，在宅福祉サー

ビスをさらに拡充させるというその基本理念があった。具体的にいえば，訪

問看護ステーションを新設し，医師の指示に従いつつ，ここから，家庭の寝

た切り該当者などに対して医療スタッフが訪問に赴く�　　�というシステム

に他ならず，まさにそれを通じて，介護に重点を置いた看護サービスを実施

するというのがその狙いといえる。そして，このサービスを受けた場合，サー

ビス利用者が利用料として費用の一部を負担するとともに，老人保険制度か

らは，訪問看護療養費が訪問看護ステーションへと支払われることになろう。

ここにこそその軸点がみて取れる。

こうフォローしてくると，その�「焦点」は結局以下の点にこそ求められて

よい。すなわち，「老人介護」問題の重要性が大きく強調されたうえで，まず

一面では，老人の「一部負担」が顕著に引き上げられた。しかしそれだけでは

なく，施設に関する老人介護費用などへの「公費負担」が増額された点も軽視

はできず，したがって，いわば「公私両面」からの負担増が進行した側面こそ

が，この局面におけるその「焦点」を形成した�　　�のだと。

次に，バブル期・社会保障の第２テーマとしては�「年金改革」が指摘され

てよい。そこで，その１つ目こそ（イ）「年金統合化」であるが，まず�その「背

景」はどうか。さて周知のように，日本の年金保険制度は，厚生年金・国民年

金・共済年金などを中心としていくつかの制度分立的構造が採用されており，

その点から，絶えずその問題性が指摘されてきたが，特に８０年代に入って年

金財政の困難化が強まるに及んで，年金制度統合化の要請が取り分け重大な

課題となっていく。すなわち，７０年代後半から国庫負担増の重圧に直面して，

従来の分立型年金制度が明らかに維持し得なくなり，それを契機として，「一

元的年金保険制度への転換」を目指した，抜本的な年金制度の改革が日程に



バブル経済と日本型現代資本主義の変容　　（村上）

－１２７－

上ってきたわけである。

この点を確認しつつ，次に�「進展」へと進むが，この「統合化」の中軸を担っ

たものこそ，周知の「４共済組合の統合化」であった。もう一歩具体的に指摘

すると，その「出発点」は「国鉄共済組合の救済」であって，例えば，モータリ

ゼーションの進展・国鉄の経営悪化・従業員の高齢化などの環境変化により，

国鉄共済組合・年金財政は８５年段階を迎えてすでに破綻直前状態にあった。

したがって，いまや国庫負担増でこれに対処することはできず，その危機は，

国鉄共済制度自体の組織改革で乗り切る以外にはないという声が高まってい

く。まさにその「対処策」として緊急に浮上したのが，次のような，他の共済

組合制度との統合であった。つまり，その沿革が国鉄共済と類似している「国

家公務員共済・電電公社共済・専売公社共済」との「４共済組合統合化」に他な

らず，まさにこの「統合化」を基盤にしてこそその財政調整を図ろうとした�　　�

わけである。明らかな「政治的処置」以外ではないが，この「４共済組合統合」

が年金改革のその突破口になっていく。

こうしてその�「帰結」に到達する。すなわち，８３年１１月にこれら「４共済組

合統合案」が成立をみたから，それを根拠にして，「４制度間の財政調整」と「国

鉄共済の保険料引上げ」とを条件としつつ，以下のような具体的「改正」が実現

をみた。具体的にいえば，①「４共済組合間の負担の公平化」②「国鉄共済組合

給付水準における，他の３つ並レベルへの引下げ」③「支給開始年齢の５５歳か

ら６０歳への引上げ」，などであって，４共済組合間の制度的均衡化が目指され

たと考えてよい。まさに「年金統合化」の嚆矢であった。

そのうえで，「年金改革」の２つ目としては，（ロ）「基礎年金制度の導入」が

指摘されてよかろう。そこでまず�その「背景」から入ると，この場合の焦点

は，いうまでもなく「国民年金制度」の動向にこそある。というのも，国民年

金制度もある意味で前出の国鉄共済年金と同質の限界を抱えていたため，そ

の抜本的改革がもはや避けられない運命にあった�　　�からに他ならない。つ

まり，人口の高齢化という一般的環境の中において，産業構造の高度化を反

映しつつ，特に農業の衰退・自営業者の減少という特殊要因に起因して，国

民年金制度に関わる，「受給者と被保険者とのバランス」に決定的な崩壊が進

行していく。したがって，国民年金財政の悪化と国庫負担の増加とが不可避
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となるが，まさにそれへの対処策として提起されたものこそ「基礎年金制度の

導入」であった。事態は緊急性を持った。

そこで次に�その「内容」にまで立ち入ると，そのポイントは，国庫負担の

増額に代わって年金保険制度全体で国民年金を支えつつ，年金給付額につい

ては，その膨張を抑制しながら給付水準の全体的な調整を試みる�　　�という

仕組みにこそ設定されている。すなわち，他の全ての年金保険・被保険者も

同じく国民年金に加入し，その点で等しく「基礎年金」的範疇に網羅されたう

えで，４０年間保険料を納めることを前提に６５歳からその「基礎年金」の受給を

受ける，という形式が取られた。まさにその点で，全ての国民が，夫婦単位

ではなくいわば「個人単位」で国民年金に加入することになったから，サラ

リーマン妻の任意加入制度が廃止されつつ，「婦人の年金権」も結果的には確

立をみたといってもよい。

そして，この「基礎年金」スキームを土台にしてこそ，この「一階部分」の上

に，個別の年金制度に対応して，いわば「二階部分」がさらに重ねられていく。

例えば，厚生年金の場合には「報酬比例の厚生年金」が，また共済年金の場合

には「所得比例の共済年金」（および「職域年金」）が，それぞれ「二階部分」とし

て付加されて支給されるわけであって，「基礎年金」を基本にした，いわばこ

のような「二階建て年金システム」にこそ，この「基礎年金制度導入」における

そのエッセンスが求められてよい。まさに，「分立性年金制度難点の一定の修

正」と「最低基準年金額保証」，そして「年金財政逼迫化軽減」，という「３要因」か

ら考案された，「年金改革」におけるまさに「苦肉の策」だというべきではないか。

したがって，ここからは次のような�「帰結」こそが導出されることになろ

う。すなわち，トータルに把握した場合には，年金給付水準における明らか

な低下が否定できまい。まず第１に「厚生年金」については，従来の標準年金

が現役労働者所得の８３％だったのに対して，この新制度では４０年間加入で

６９％に低下すると計算されていて，そのレベル下落は免れない。また第２に

「共済年金」に関しても，給付額の算定基準を被保険者・全期間の平均へと変

更することによって，給付額の厚生年金基準並みへの引き下げを図った。さ

らに第３に「支給開始年齢」にも改悪が進み，厚生年金の場合には５５歳から６０

歳へと引き上げられたし，また共済年金についても段階的に６０歳への先送り
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が明示されたといってよい。その意味で，実質的な内容悪化を伴いながらも

一定の「制度統一化」は実行をみた。

最後に３つ目として，（ハ）「新年金保険制度の見直し」にもふれておきたい。

そこで最初は�その「背景」が興味深いが，その契機としては，何よりも８３年

改正の不徹底性にこそあるのは当然であろう。先に指摘した通り，例の「二階

建て年金制度」はいわば「苦肉の策」であって，あくまでも諸問題を抱えた「苦

肉の策」以外ではなかった。まさにその不完全性こそが「制度見直し」を要請し

たわけであり，８８年１１月に，厚生大臣諮問機関である「年金審議会」は，「国民

年金・厚生年金保険制度改正に関する意見」を提出するに至る。その意味で，

先の制度改革で積み残された課題への対処が求められたのであろう。

このような視点から，�その「論点」をざっと指摘しておくと，例えば以下

の点がそのポイントをなそう。すなわち，①「給付水準」　　�現行労働者平均

賃金の６８％（３２年加入）の維持，②「支給開始年齢」　　�その引き上げの９８年

からの実施，③「被用者年金の一元化」　　「第２基礎年金」ともいうべき「新た

な単一の被用者年金」の創設，④「国民年金基金制度の創設」　　「二階部分」を

持たない国民年金における「二階部分」相当の創設，などこれである。明らか

に，「８３年改正」における未完了部分の補充だという色彩が強く，９５年度「完了

目標年次」を控えた，「改正新年金保険制度」の大幅見直しが進んでいく。

では最後に，�その「帰結」はどうか。しかし，このような方向への「改正」

に対する労働側からの反対は極めて強い。というのも，雇用情勢悪化という

基本問題が未解決なままで，年金支給開始年齢だけを繰り上げる点にその根

本的な反対論が大きいから�　　�に他ならず，他の「リクルート問題」・「消費

税導入問題」とも重奏して，この「新年金保険制度見直し」問題が，「９０年代・

階級闘争」の重要部分を担っていくのは当然だと思われる。

最後に，「バブル期・社会保障」に関するその第３テーマとして�「少子化対

策」が見逃せまい。そこで最初に１つ目に，（イ）その「背景」が押さえられる必

要があるが，その基本に「少子化」があるのは当然であろう。つまり，９０年６

月に発表された「人口動態統計」概況が衝撃的であって，それによって，「合計

特殊出生率」が過去最低であることが明確にされた。つまり，これまでの最低

であった丙午の６６年をも下回ってとうとう「１�５７人」を記録した（「１�５７ショッ
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ク」）し，しかも翌９１年にはさらに下がって１�５３人にまで落ち込んだから，そ

のさらなる衝撃度は一層大きかったわけである。こうして，この「少産化」が

深刻な社会問題と意識されざるを得なくなったといってよく，それへの何ら

かの対応が不可避になっていく。その代表例こそ，「児童手当・育児休業制

度」の改正であった。

そこで２つ目として，（ロ）まず「児童手当法の改正」から入ると，�その「背

景」にはこの「児童手当」制度に対する「強い風当たり」状況があった。周知のよ

うに，「児童手当制度」は，７２年に遅まきながらようやく創設された「難産」の

制度であるが，成立後も，女性間における，「既婚－未婚」・「子持ち－子無し」・

「有業－無業」などに関する均衡化を巡って，絶えずその「廃止論」に直面して

きている。そのような「宿命」を抱えていた以上，８０年代に入って社会保障制

度改革が脚光を浴び始めるや否や，「児童手当」制度が直ちに見直しの俎上に

上げられていくのは当然であった。こうして，以上のような背景を受けつつ，

まず８０年代の「入り口」において，以下のようないくつかの制度変更が進行し

ていく。そこで�その「経過」をざっと追うと，まず「支給要件」としての所得

制限が強化されたことを皮切りに，その後も，８２年�　　「行革関連特例法」施

行に伴う「所得制限のさらなる引き下げ」，８５年�　　「支給対象の，第３子以降

から第２子以降への拡大」・「支給額＝第２子２５００円，第３子以降５０００円」・「支

給期間の，義務教育終了時から就学前への短縮」，などという一連の変更が続

いた。みられる通り，ここまでの範囲では，「改善－改悪」がいわば「まだら模

様」という以外にはなく，総合的には，むしろ「整理」という色彩が否定はでき

なかった。しかし，事態はそれを許さない程に切迫をみる。「少子化の衝撃」

である。

まさにこの延長線上にこそ，�今回の「児童手当法改正」が位置づいていく。

すなわち，８９年７月に中央児童福祉審議会が「児童手当制度基本問題研究会」

を設置してその「報告書」を発表したが，そこでは，いわゆる「１�５７ショック」

をすでに踏まえていたこともあって，出生率低下との関係で「児童手当制度」

が検討されざるを得なかった。このような新動向に立脚してこそ，９１年４月

に「児童手当法改正案」が提案されて成立をみる（９２年１月施行）。その場合，

その中心観点としては，「児童手当を子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり
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の重要な柱として位置づける」点が強調されたが，その「改正点」は大まかにみ

て以下の点にこそ求められてよい。すなわち，①「支給対象」　　�従来の第２

子以降から第１子以降への拡大，②「支給期間」　　�義務教育就学前から「３

歳未満」への短縮，③「支給額」　　�新設の第１子＝５千円・第２子＝２５００円

から５千円への引き上げ・第３子＝５千円から１万円への引き上げ，などで

あって，いくつかの改善が検出可能であろう。

こうして，従来「悪者扱い」が目立った「児童手当制度」は，「１�５７ショック」

という，「産業界－体制」にまで波及する「体制的新動向」に強制されて，よう

やく一定の改善方向へその針路が取られた�　　�と集約されてもよい。まさに

「体制的問題」だからであろう。

それに加えて，「少産化対策」の最後に，３つ目として（ハ）「育児休業制度の

創設」についても簡単に一瞥しておきたい。さて，いま概観した「児童手当制

度」については，いわば「少産化対策」がそのメーン・テーマであるのに対して，

「少子化」という共通の事態から発生する「労働力不足」というテーマに対応す

る施策としてこそ，「育児休業制度」が日程に上ってくる。すなわち，「１�５７

ショック」に関わる，「労働力不足懸念」方向からの対処策としてこそ，９２年４

月に「育児休業法」の成立をみる。そして９２年４月から直ちに施行に移ったが，

同法の骨子は，「１歳未満の子どもを養育するために，労働者が期間を定めて

休業を申し出れば，男性でも女性でも休業できる」という点にあり，しかも重

要なことには，それを事業主は「拒むことはできない」ともされた。もっとも，

常用雇用３０人以下の事業所には３年間の猶予期間が認められたし，しかも，

事業主に対する罰則規定がないだけでなく休業中の所得保障もない�　　�な

どの点には，なお重大な限界が否定できまい。

それにしても，「育児休業制度」が曲がりなりにも進行し始めた点はやはり

重要なことだといわざるを得ない。しかし注意すべきは，この「育児休業制度」

が，「労働力不足」という，「資本にとっての死活問題」に絡んでいた点であっ

て，まさにそうであるからこそ，この制度が否応なく現実化したのだと考え

られる。そう整理すると，この「育児休業法」成立の背後に，「労働力不足への

政策的対応」という，「資本－体制」の利害的思惑も濃厚に「透けている」という

以外にはなく，この制度が抱える，その「重層性」に注目せざるを得まい。
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Ⅲ　組織化体系（Ⅱ）　　 資本蓄積促進策

［１］金融政策　取り急ぎ，国家による「体制組織化」作用の第２機能をなす

�「資本蓄積促進策」へと視角を切り替えよう。そこでまずその第１側面こそ

①「金融政策」８）であるが，その際の検討ポイントは，いうまでもなく「資本蓄

積動向に対する有効需要創出作用」にこそ設定されてよい。そうするとまず第

１に，金融政策発動を経由した有効需要創出のルートは，何よりも�「日銀信

用」側面においてこそ発現してくるが，最初に１つ目として（イ）「発行銀行券」

（千億円）推移が注目される。いまざっとその数字を拾っていくと，例えば８５

年＝２５４→９０年＝３９７→９５年＝４６２（第15表）という図式になるから，その点で，

「バブル形成→崩壊」の全プロセスを貫いた，発券量拡大を通した「日銀信用」

の積極的発動についてはまず疑問の余地はない。したがって，バブル全体を

貫徹した「日銀信用の有効需要拡大作用」が検出されてよいが，しかし，その

うえで「発券増加程度」にまで視点を狭めれば，そこから，「バブル崩壊的指標」

が現れ出てくるのも当然であろう。なぜなら，その「発券増額」は，まず「８０－

８５年」＝６１千億円ついで「８５－９０年」＝１４３千億円だったのに比較して，バブル

崩壊期に相当する「９０－９５年」には６５千億円に戻っている�　　�からに他なら

ない。こうして，「バブル期全体」を通して「日銀信用の有効需要創出作用」は

持続的な増加を遂げつつも，その内部区分としては，「バブル形成期＝需要形

成促進」→「バブル崩壊期＝需要形成抑制」という図式で，やや段階的運動を展

開したことが一目瞭然ではないか。

そのうえで２つ目に，「資産内訳」内部の（ロ）「国債」にまで進むと，この「国

債」が日銀資産構成の最大部分をなす。つまり，１７２→３１５→３７５（第15表）と動

く以上，「バブル形成－崩壊」の局面全体を通じた，その顕著な拡張が直ちに目

に飛び込んでくるから，その点で，この局面全般にわたる，「国債」ルートを

経由した「日銀信用発動＝有効需要形成」がもちろん軽視はできないが，そこ

に「バブル崩壊」の影がないわけではない。なぜなら，「国債」の増大テンポに

まで目を凝らすと，「バブル形成期」と較べて「崩壊期」での伸び具合は極端に落

ちているからであり，したがって，バブル収束とともに，「国債買上げルート」

を媒介した，日銀による「有効需要創出機能」にも一定の限界が画された�　　�の



バブル経済と日本型現代資本主義の変容　　（村上）

－１３３－

だといえよう。

それを前提にして３つ目に（ハ）「貸出金」はどうか。いうまでもなくこの「貸

出金」には，「日銀貸出→民間銀行貸出→企業投資」というオーソドックスな経

路を通した，資本蓄積運動の波動が反射していると理解してよいが，それは，

バブルの過程で４４→６３→２３（第15表）という典型的な軌跡を描いた。すなわち，

「バブル形成局面」において顕著に膨張した後，その「崩壊局面」には一転して

極端な縮小へと転じたわけであり，まさにその点で，この「日銀・貸出ルー

ト」を通じた「有効需要創出作用」が，「バブル形成局面」＝資本蓄積膨張への

「アクセル作用」に対する，「バブル崩壊局面」＝資本蓄積抑制への「ブレーキ作

用」，という対比的図式こそが余りにも明瞭ではないか。要するに「有効需要

創出」の変動過程が目立つ。

続いて第２に，以上のような日銀信用の下で進行した�「金利動向」へと目

を転じよう。そこで最初に１つ目として（イ）「公定歩合」から入ると，すでに

第15表　日銀および全国銀行主要勘定

  ������������������������������������������（単位：億円）

全国銀行勘定日本銀行勘定

年末
貸出金借用金実質預金

外国
為替

国債
買入
手形

貸出金
発　行
銀行券 日銀借入金

３１,９５８２９７８５９３２,９４０１,８４８５,５３６１２４４６６,７３８１９５５
８１,８２６４,５４２６,１０８７８,９９１３,０８７５,６９１－５,００１１２,３４１６０
１９２,１７９１１,９０４１６,４０５１８３,７５４３,７１３９,３００－１６,２７６２５,６３８６５
３９４,７９３２２,２９６２８,１５７３８０,０９５１１,２３２２３,８１３－２３,５３３５５,５６０７０
８８７,６７２１６,０７６２０,０６０８５５,１２９３５,０６０７３,９４５２３,２３７１７,７７２１２６,１７１７５
１,３６４,７４６１８,４６２２４,７９３１,４１８,８４０２１,８９３１５８,３５１３２,０００２３,２８９１９３,４７２８０
２,３７１,７００３５,３６６４３,４９４２,１７４,０５５３４,２８０１７２,７８６５２,９３２４４,５６７２５４,７４３８５
４,４３３,０４２５６,２９０９８,５７５４,６８１,７５１２９,９６０３１５,４２１６９,０５６６３,０３２３９７,９７８９０
４,８６３,５６０１０,６５２１７６,１０６４,７００,２２３２５,３０９３７５,３５８１０４,３３８２３,９０４４６２,４４０９５
４,６３９,１６３３,６６５１６６,２２０４,８２１,７５６３６,８５６５６２,９４３７５,８３６８,２７４６３３,９７２２０００
４,０８５,４８００１１２,４５７５,２６４,１０２４７,２７８９８９,１７５４４０,８９９０７９２,７０５０５

（資料）日本銀行『経済統計年報』，日銀��「時系列データ」により作成。
　　　日本銀行勘定の貸出金は，貸付金・割引手形の合計で，２０００年には預金保険機構貸付金

を含む。
　　　全国銀行勘定は，全国（国内）銀行の銀行勘定で信託勘定は含まない。実質預金は預金か

ら資産項目の小切手・手形を控除した金額。
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周知のように，「バブル形成－崩壊」を挟んで，公定歩合運動における極めて

「見事な上下進行」が目に付く（第16表）。すなわち，まず一面では，８６－８７年

間における「下落プロセス」進行の結果，８７年２月にはとうとう２�５％という記

録的な超低水準にまで到達して，いう

までもなく，「バブル形成」を「超低金利

＝資金供給膨張」という方向から政策

的に支えた。しかし，ついで８７年から

９０年に向けて一転した上昇基調に移り，

短期間における数次の連続的引き上げ

を経て，ついに９０年８月には６�００％と

いう最高値にまで上り詰める。こうし

て，公定歩合は，バブル期の中で極端

な乱高下を示して，「有効需要の発動と

制限」とを現実化させたとみてよい。

そのうえで２つ目こそ（ロ）「市中金

利」（％）に他ならないが，その代表例た

る「短期プライムレート」はどう推移し

ただろうか。そこでその推移を追うと，

例えば８７年＝３�３→８８年＝３�３→８９年＝

５�７→９０年＝８�２→９１年＝６�６（第17表）と

いう数値が刻まれるから，そこからは，

「バブル後半期」には安定した水準を保

ちつつ，その後「８９－９０年」という「バブ

ル崩壊局面」に入って一転した顕著な

上昇に移る�　　�という軌跡が明瞭に

読み取られてよい。したがって，その

到達点としては，「バブル崩壊」が帰結

させた，企業サイドにおける「資金調達

の不自由性」こそが色濃く反映されて

いると判断できる以上，結果的には，

第16表　公定歩合推移

  ��������������������（％）

公定歩合改定年月日公定歩合改定年月日

６.２５８１.３.１８５.８４６５.４.３
５.５０１２.１１５.４８６.２６
５.００８３.１０.２２５.８４６７.９.１
４.５０８６.１.３０６.２１６８.１.６
４.００３.１０５.８４８.７
３.５０４.２１６.２５６９.９.１
３.００１１.１６.００７０.１０.２８
２.５０８７.２.２３５.７５７１.１.２０
３.２５８９.５.３１５.５０５.８
３.７５１０.１１５.２５７.２８
４.２５１２.２５４.７５１２.２９
５.２５９０.３.２０４.２５７２.６.２４
６.００８.３０５.００７３.４.２
５.５０９１.７.１５.５０５.３０
５.００１１.１４６.００７.２
４.５０１２.３０７.００８.２９
３.７５９２.４.１９.００１２.２２
３.２５７.２７８.５０７５.４.１６
２.５０９３.２.４８.００６.７
１.７５９.２１７.５０８.１３
１.００９５.４.１４６.５０１０.２４
０.５０９.８６.００７７.３.１２
０.５０２００１.１.４５.００４.１９
０.３５２.１３４.２５９.５
０.２５３.１３.５０７８.３.１６
０.１０９.１９４.２５７９.４.１７
０.４０２００６.７.１４５.２５７.２４
０.７５０７.２.２１６.２５１１.２

７.２５８０.２.１９
９.００３.１９
８.２５８.２０
７.２５１１.６

（資料）前掲，三和・原『要覧』２３頁。
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公定歩合の特徴的動向が，この「市中金利」へもまさに如実に浸透していると

みるべきであろう。

このように理解してよければ，最後に３つ目として，「金利動向」の（ハ）「意

義」は最終的に以下のように把握されてよいのではないか。すなわち，「利子

率体系」は，「バブル形成－崩壊局面」の中で，「公定歩合－市中金利」とが歩調

を合わせながら，「低下・安定→上昇・騰貴」という変動をみたのであり，そ

して，まさにそのような「金利運動」を通じてこそ，日銀信用を出発点とした

「有効需要発動レベル」が調整されていったのだ�　　�と。

そのうえで第３に，この「金利動向」と連動して変化する�「通貨量」をもそ

第17表　金利推移

金　　　　利マネーサプライ

暦年 貸出約定平均金利
（国内銀行）

プライムレート
（短期）

M２／M２＋CDM１

����

％％十億円十億円

５.６２６３.７５０３４３,８８７９８,２１４１９８６
５.０４８３.３７５３８０,８６７１０２,９７２８７
５.０３５３.３７５４１９,７３２１１１,８４４８８
５.８２８５.７５０４７０,０２０１１４,４７３８９
７.６６４８.２５０５０４,９７２１１９,６２８９０
６.９８４６.６２５５１６,３４６１３１,０４４９１
５.６４８４.５００５１５,４８４１３６,１３８９２
４.５５３３.０００５２６,８３９１４５,６１４９３
４.１９３３.０００５４１,４１９１５１,６６５９４
２.９８２１.６２５５５８,８０４１７１,５４４９５
２.７１７１.６２５５７５,２９８１８８,１４６９６
２.５２７１.６２５５９７,４９３２０４,２８３９７
２.３８８１.５００６２１,４９３２１４,４０３９８
２.２４４１.３７５６３８,０１０２３９,５３８９９
２.２２１１.５００６４９,８６３２４７,８５９２０００
１.９９８１.３７５６７１,２６３２８１,８０００１
１.９１９１.３７５６８３,５９４３４７,９７７０２
１.８６０１.３７５６９４,７０９３６３,４９３０３
１.７９２１.３７５７０４,５５３３７７,９７９０４
１.６８４１.３７５７２１,７８７３９９,２０００５
１.８２７１.６２５７２８,３２７３９８,６３５０６

（資料）前掲，三和・原『要覧』３５頁。
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の視野に収めておきたい。その場合，全体の土台をなす「発行銀行券」につい

てはすでにチェックし終えたから，ここでは早速１つ目に（イ）「マネーサプラ

イ・�１」（兆円）からスタートすれば，それは，例えば８６年＝９８→８８年＝１１１

→９０年＝１１９→９２年＝１３５（第17表）と推移するから，総体的には，「バブル形

成―崩壊」局面を通した，その一貫した増加基調はもちろん否定し難い。した

がって，バブル期を貫徹した，「通貨量＝有効需要量」持続的増加が果たすそ

の役割への軽視は許されないが，しかしその増加率にまで目を向けると，「バ

ブル崩壊局面」における，その増加テンポ減退もやはり見落とせまい。その点

で，「有効需要発動停滞」と連動した，「発券量・�１」に関する，バブル崩壊

期におけるその「不活発性＝消極性」こそが目立ってくるように思われる。し

かし，ついで次に２つ目として（ロ）「�２＋��」に移ると，やや違った素顔こ

そが映し出される。事実，それは３４３→４１９→５０４→５１５（第17表）という軌跡を

描く以上，ここからは，「発券量・�１」の経過と較べて，その明らかに高い

水準での拡張が検出されざるを得ない。そしてそれはいわば当然であって，

この「�２＋��」にはその定義上，「預金関係」を媒介にして民間銀行の信用操

作が広く加味されるため，したがって，その拡大テンポがはるかに大きいの

はむしろ明瞭だから�　　�に他なるまい。おそらくそこには，各種「新型・自

由金利預金」の活況が反射していると予測可能だが，しかしいずれにしても，

バブル崩壊期にあってすら，「発券量・�１」レベルからははるかに増幅され

た信用量が発動・展開可能になった点については，「有効需要増幅」との関連

で，重要な注意が必要ではないか。

最後に３つ目に，この「通貨量」効果との関連で，（ハ）「物価動向」（２０００年＝

１００）も一瞥しておきたい。そこでバブル期・物価水準のフォローを試みると，

以下のような数字が刻まれる。すなわち，８５年＝卸売物価（総平均）１１４�０－消

費者物価（総合）８６�１→８７年＝１０５�２－８６�７→８９年＝１０６�７－８９�３→９１年＝１０９�４－

９５�１→９３年＝１０６�７－９８�０という動向であって，両指数に関する一定の「乖離」

こそが強く目を引こう（第18表）。すなわち，卸売物価における「停滞・下落

傾向」と，それとはむしろ対比的な，消費者物価の「安定・上昇性」　　�にこ

そ他ならず，前者が，結果的には，「バブル形成→過剰資本累積→過剰生産進

行→バブル崩壊→生産財価格下落」というロジックを鮮明に反映しているの
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に対して，後者では，「バブルと物価との希薄な内在性」が目立ち，むしろそ

の独自な変動のみが目に付く�　　�とこそ集約できよう。まさに，「バブル形

成―崩壊」運動は何よりも「卸売物価」によって受け止められた。

［２］財政政策　ついで「資本蓄積促進策」の２番目の側面をなす②「財政政

策」９）へと転換していこう。そうすると，まず第１に最も前提的には，�「財

政資金」動向がその焦点をなすが，最初にその点を１つ目に（イ）「中央財政歳

出総額」（千億円）を使って追うと，例えば８６年＝５３６→８８年＝６１４→９０年＝６９２

→９２年＝７０４（第19表）という経過が辿られる。したがってその意味で，「バブ

ル形成→崩壊」の全過程を通して，決して小さくない拡張基調に乗ってはいる

が，もちろん「バブル崩壊」を契機にしたスピード低下も否めない。したがっ

て，経費総額は，全体的「バブル局面」の過程で，経済状況悪化を直接に反映

第18表　物価指数

  ����������������������������������������（2000年＝100）

市街地価格指数
（６大都市）
３月末

消費者物価指数卸売物価指数

年
総合消費財生産財総平均

資本財

９２.９８６.１９３.７１２１.５１１２.９１１４.０１９８５
１０６.２８６.７９２.１１１９.９１０７.６１０８.６８６
１３３.７８６.７９１.２１１４.９１０４.５１０５.２８７
１７１.０８７.３９３.８１１４.４１０４.１１０４.７８８
２１２.８８９.３９７.１１１６.７１０６.４１０６.７８９
２７６.４９２.１９８.７１１８.２１０８.０１０８.３９０
２８５.３９５.１１０３.１１１８.１１０９.２１０９.４９１
２４１.０９６.７１０６.８１１７.３１０８.２１０８.４９２
１９７.７９８.０１０６.４１１５.４１０６.５１０６.７９３
１７４.９９８.６１１２.３１１４.５１０４.６１０４.９９４
１５１.４９８.５１１５.１１０５.６１０３.８１０４.１９５
１３４.５９８.６１１０.４１０６.１１０２.１１０２.４９６
１２４.４１００.４１１０.３１０５.３１０２.７１０３.０９７
１１７.９１０１.０１０８.３１０１.４１０１.３１０１.５９８
１０９.２１００.７１０３.４１０２.７９９.９１００.０９９
１００.０１００.０１００.０１００.０１００.０１００.０２０００
９１.７９９.３９７.６９８.７９７.７９７.７０１
８４.１９８.４９５.８９６.７９５.６９５.７０２

（資料）前掲，三和・原『要覧』３６頁。
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して，その「有効需要発動機能」を低下させつつある�　　�と判断してよい。

その場合，このような動向は十分に想定内だが，ではもう一歩突っ込んで２

つ目として，（ロ）その「増加率」にまで立ち入るとどうか。そこで，「一般会計

当初予算」の「伸び率」（％）に着目すると，「バブル形成局面」で８８年＝４�８→８９

年＝６�６→９０年＝９�７と顕著な拡張を示すが，「バブル崩壊」とともに直ちに暗転

へと向かい，その後は，９１年＝６�２→９２年＝２�７→９３年＝０�２（第20表）という極

端な減少過程に落ち込む。まさにその点で，「バブル崩壊」を契機とした，「経

第19表　財政規模

  �����������������������������������������（単位：十億円）

一般会
計歳出
／国内
総生産
　　�

公債依存度
�＝�／�
％

中央地
方一般
会計歳
出純計
　　�

地方債
発行額
　　�

地方財
政普通
会計歳
出純計
　　�

国債発
行額　
　　�

政府関
係機関
支出　
　　�

財政投
融資運
用実績
　　�

中央財
政特別
会計歳
出　�

中央財
政一般
会計歳
出　�

年度

１６.５２３.２８８,９０５４,４９９５６,２３５１２,３０８１３,９５２２０,８５８１１１,７７５５３,００５１９８５
１６.０２１.０９２,１７４５,２６３５８,６４１１１,２５５１３,５６８２２,１５５１２９,７８９５３,６４０８６
１６.５１６.３９９,０１３５,９６６６３,１５４９,４１８５,００８２７,０８１１４５,２０５５７,７３１８７
１６.４１１.６１０４,２６３５,６２６６６,３３３７,１５２５,０６２２９,６１４１４７,４９２６１,４７１８８
１６.５１０.１１１１,９１６５,６１５７２,６５５６,６３９５,０４２３２,２７１１５２,８０２６５,８５９８９
１６.１１０.６１２０,１０７６,２５８７８,３８６７,３１２５,１６５３４,５７２１６８,５８４６９,２６９９０
１５.４９.５１２６,２７４７,２５９８３,７３０６,７３０５,７９０３６,８０６１７７,８７９７０,５４７９１
１５.０１３.５１３２,７１８１０,２００８９,５００９,５３６６,３７９４０,８０２１８８,７９８７０,４９７９２
１５.８２１.５１４０,３９４１３,３７０９２,９８９１６,１７４６,７７８４５,７７１２０２,２４１７５,１０２９３
１５.１２２.４１４１,４７２１４,２９５９３,７５６１６,４９０７,１９２４７,８５８２１４,２４５７３,６１４９４
１５.４２８.０１４７,３９８１６,９７８９８,８５０２１,２４７７,５３６４８,１９０２３２,４６６７５,９３９９５
１５.６２７.６１４９,３５８１５,６１５９８,９５６２１,７４８７,３８５４９,１２５２４５,２１０７８,８４８９６
１５.２２３.５１４５,９３１１４,０７９９７,６７４１８,４５８７,２５６５１,３５７２４７,０３６７８,４７０９７
１６.７４０.３１５４,４２２１５,１３６１００,１９８３４,０００７,２１５４９,９５９２７２,５７９８４,３９２９８
１７.９４２.１１６０,８９１１３,０７３１０１,６２９３７,５１４６,９２０５２,８９９２７９,３６９８９,０３７９９
１７.８３６.９１５７,１１８１１,１１６９７,６１６３３,００４６,９８８４３,６７６３０５,７７６８９,３２１２０００
１７.０３５.４１５０,３９０１１,８１６９７,４３２３０,０００６,６２８３２,５４７３６３,３３７８４,８１１０１
１７.０４１.８１４８,８０２１３,３１９９４,８３９３４,９６８５,９９７２６,７９２３７３,８９８８３,６７４０２
１６.８４２.９１４４,３９５１３,７８９９２,５８１３５,３４５５,２０６２３,４１２３５７,６９１８２,４１６０３
１７.０４１.８１４７,１１０１２,３７５９１,２４８３５,４９０４,５６３２０,４８９３７６,０３３８４,８９７０４
１７.１３６.６１３７,５８７３１,２６９４,１０３１７,１５２４０１,１８４８５,５２００５
１６.３３５.１１３６,７４３２９,９７３４,２８４１５,００５４６０,４５８８５,３６８０６

（資料）前掲，三和・原『要覧』３４頁。
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費増加率」の急激な低下については一切の疑問はあり得まい。したがって，す

でに確認した，経費絶対額動向はここでも追認できる。

そのうえで最後に，このような一般基調を（ハ）「一般会計����」（％）側面か

らも確認しておきたい。そこでこの比率の検出を試みれば，例えば８８年＝１６�４

→９０年＝１６�１→９２年＝１５�０→９４年＝１５�１（第19表）という図式が浮上してくる。

したがって，必ずしも明確な傾向とはいえないものの，それでもやはり，バ

ブル期を頂点とした，その後の「バブル崩壊」過程における，なだらかな下降運

動はどうしても打ち消し難い。まさにその点で，「バブル崩壊局面」での，「経費

支出」を通した，「有効需要発動機能」のその低下現象はもはや自明であろう。

そのうえでついで第２は，�「公共事業費動向」が興味深いが，最初は１つ

目に（イ）その「構成比」はどうか。そこで取り合えず「国土保全開発費」に代表

させてその「一般会計比」（％）を辿ると，８５年＝１１�０→９０年＝８�５→９５年＝１４�４

（第21表）という数字が検出可能だから，「バブル形成→崩壊期」にかけての，

第20表　財政の規模と対前年度比伸び率

  ����������������������������������������（単位：億円，％）

地方財政計画財政投融資一般会計当初予算

伸び率計画額伸び率計画額伸び率予算額

７.３４１６,４２６８.０１８１,７９９１０.３（　５.１）４２５,８８８１９８０年度
７.０４４５,５０９７.２１９４,８９７９.９（　４.３）４６７,８８１８１　
５.６４７０,５４２４.１２０２,８８８６.２（　１.８）４９６,８０８８２　
０.９４７４,８６０２.０２０２,０２９１.４（△０.０）５０３,７９６８３　
１.７４８２,８９２１.９２１１,０６６０.５（△０.１）５０６,２７２８４　
４.６５０５,２７１△１.２２０８,５８０３.７（△０.０）５２４,９９６８５　
４.６５２８,４５８６.２２２１,５５１３.０（△０.０）５４０,８８６８６　
２.９５４３,７９６２２.２２７０,８１３０.０（△０.０）５４１,０１０８７　
６.３５７８,１９８９.４２９６,１４０４.８（　１.２）５６６,９９７８８　
８.６６２７,７２７９.０３２２,７０５６.６（　３.３）６０４,１４２８９　
７.０６７１,４０２７.１３４５,７２４９.７（　３.９）６６２,７３６９０　
５.６７０８,８４８６.５３６８,０５６６.２（　４.７）７０３,４７４９１　
４.９７４３,６５１１０.９４０８,０２２２.７（　４.５）７２２,１８０９２　
２.８７６４,１５２１２.２４５７,７０６０.２（　３.１）７２３,５４８９３　
約５.９約８０９,２００４.６４７８,５８２１.０（　２.３）７３０,８１７９４　

　注）当初予算の伸び率の（　）内は一般歳出の伸び率。
（資料）大蔵省『財政統計』各年度版および『国の予算』各年度版より作成。９４年度の数値は『日本

経済新聞』１９９４年２月１１，１６日付より。
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極めて理解し易い行動が浮上してこよう。というのも，まず「バブル好景気」

における「公共事業・必要性低下」と，ついでその後「バブル崩壊期」での「景気

対策型公共事業・不可避性再燃」との，その著しい対照性が印象的だから�　

　�であって，そこにこそ，「公共事業の有効需要発動関連性」が明瞭に示唆さ

れているというべきであろう。それを前提として，２つ目に（ロ）その「増加率」

（％）にまで進むと，今度は例えば以下のような姿をみせる。すなわち，バブ

ル進展とともにまず８７年＝△２�３→８８年＝０�０と一旦は後退を続けるが，その後

「バブル崩壊」を契機にして増加に転じ，その後は８９年＝１�９→９０年＝０�３→９１年

＝６�０（第22表）という顕著な増加ラインを上っていく。その結果，９１年には実

に６�０％増をも記録しているのであるが，このレベルは近年では観察できない

高水準であって，まさにこの点にこそ，景気低落に対する，「過剰資本処理＝

有効需要創出」を目指した，「経費面からの体系的」役割が，いわば明確に表現

されていよう。

そうであれば，最後に３つ目として，「バブル期・公共事業費」の機能は結

局次のように（ハ）「集約」可能ではないか。つまり，「バブル期」において，ま

ず総合的に判断して，「公共事業費」は�　　�景気動向に対する「反循環的スタ

ンス」に立脚して�　　�極めて明確な「有効需要発動機能」を果たしたと結論で

きる。その場合，その「反循環性」はいうまでもなく「２面」から構成されてお

り，まず一面で「バブル活況局面」では，「公共事業費」をむしろ「抑制」するこ

第21表　一般会計歳出（決算）の目的別構成比

  ������������������������������������（単位：％，実数は十億円）

合計
（実数）

その他国債費恩給費
社　会
保　障
関係費

教　育
文化費

産　業
経済費

国土保
全及開
発費

対　外
処理費

防　衛
関係費

地　方
財政費

国　家
機関費

年度

４３,４０５０.２１２.７３.８２１.３１０.７９.２１３.８０.０５.２１８.１５.０８０
５３,００５０.１１９.２３.５２１.０９.３６.７１１.０－６.０１８.４４.８８５
６９,２６９０.１２０.７２.６１８.４７.８５.９８.５－６.２２３.０６.８９０
７５,９３９０.９１６.９２.２２２.３８.７６.７１４.４－６.２１６.２５.５９５
８９,３２１０.１２４.０１.６２２.０７.５４.６１１.５－５.５１７.７５.４２０００
８５,５２０－２１.９１.３２４.１６.７２.６１１.１－５.７２０.４６.２０５

（資料）総理府『日本統計年鑑』，大蔵省・財務省『財政統計』より作成。
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とを通して，景気の「行き過ぎチェック」が試みられた。それに対して，次に

他面で「バブル崩壊局面」においては，「公共事業費」の一転した拡張が進行す

ることを通して，逆に「景気刺激＝有効需要積極的創出」こそが現実化する。

こうして要するに，「バブル形成局面―崩壊局面」に連動しつつ，まさに「反循

環的方向」から，「有効需要の抑制と拡張」とが発現したことになろう。見事な

「経費支出」の「有効需要機能」ではないか。

そして，以上のような財政機能の現実的土台を形成したものこそ，第３に

�「赤字国債」の動向以外ではなかった。そこでまず１つ目に，赤字国債発行

の基礎前提をなす（イ）「決算剰余額」（百億円）動向が問題となるが，それは，

「バブル形成→崩壊」過程の中で以下のような軌跡を描いた。すなわち，８７年

＝３７１→８８年＝２７２→８９年＝６９→９０年＝９７→９１年＝８３（第23表）と経過するか

ら，この「剰余金」は，バブル期をピークとしつつ，その後は，「バブル崩壊」

に直面して一挙に下り坂を転げ落ちる。したがって，「バブル崩壊」の中で「税

収減少」に見舞われて「剰余金減少」が進み，そこから，「赤字国債」増加への基

第22表　国一般会計主要経費の対前年度増加率

  ����������������������������������（単位：％）

９１９０８９８８８７８６１９８５年　　　度

５.１６.６４.９２.９２.６２.７２.７社 会 保 障 関 係 費

５.５３.６１.６０.２０.１０.１０.２文教及び科学振興費

１０.８２２.５１.３１.６０.１１０.７１１.７国 債 費

－１.６－１.０－１.３－０.８２.５－０.７－１.２恩 給 関 係 費

４.６１４.３２２.６７.１－０.０５.１６.８地 方 財 政 関 係 費

５.５６.１５.９５.２５.２６.５８６.９防 衛 関 係 費

６.００.３１.９０.０－２.３－２.３－２.３公 共 事 業 関 係 費

７.８６.９６.７５.１４.２６.３７.８経 済 協 力 費

０.３０.１－０.５－１.１－３.８－５.１－５.７中 小 企 業 対 策 費

８.１３.８１４.３－６.８－２１.４０.１４.２エネルギー対策費

－５.６－５.５－６.７－１７.１－９.３－１４.３－１４.５食 糧 管 理 費

０.００.００.０－社会資本整備事業

４.６２.７３.００.６－４.１－５.６－１.０その他の事項経費

－給 与 改 善 予 備 費

０.００.００.００.００.６３.００.０予 備 費

６.２９.７６.６４.８０.０３.０３.７合 計

（資料）大蔵省『財政統計』各年度版および『日本経済新聞』１９９０年１２月３０日付より作成。
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本原因が派生したと考えてよい。したがってそうであれば，この「財政余裕の

低下」が，２つ目に（ロ）「国債発行額」（千億円）拡張へ連結せざるを得ないこと

は当然であって，それは以下のように推移した。つまり，８７年＝９４→８９年＝

６６→９１年＝６７→９２年＝９５→９３年＝１６１→９５年＝２１２（第19表）という軌道を進

行したから，その動向推移の基本性格には何の疑念もあり得なく，「バブル局

面」での「絶対的減少」と，その後の「バブル崩壊局面」におけるその「顕著な増

加」こそが�　　�容易に検出可能だと思われる。したがって，「バブル崩壊」期

における，まさにこの「赤字国債膨張」こそが，「バブル崩壊」に伴う「有効需要

創出」の基盤を形成したのは疑い得なく，その点で，「赤字国債→財政スペン

ディング」という基本連関がみて取れよう。

以上のような状況を，最終的に３つ目として，（ハ）「公債依存度」（国債発行

額�中央財政一般会計歳出，％）のサイドからも集約しておきたい。そう考え

ると，極めて明瞭な推移過程が浮上するのであって，具体的には，８５年＝２３�２

→８７年＝１６�３→８９年＝１０�１→９１年＝９�５→９３年＝２１�５→９５年＝２８�０（第19表）と

第23表　租税及印紙収入（一般会計）の推移

  ����������������������������������������（単位：億円，％）

決算剰余額補正額伸び率増減額当初予算額

△２,７６３７,３４０２２.９４９,２４０２６４,１１０１９８０年度
△２８,７９５△４,５２４２２.２５８,７３０３２２,８４０８１　

３３１△６１,４６０１３.４４３,４００３６６,２４０８２　
４,５６３△４,１３０△１１.８△４３,０９０３２３,１５０８３　
７３４２,３９０７.１２２,８１０３４５,９６０８４　
５３８△４,０５０１１.４３９,５４０３８５,５００８５　

２４,３６８△１１,２００５.２２０,１００４０５,６００８６　
３７,１０９１８,９３０１.６６,３４０４１１,９４０８７　
２７,２０５３０,１６０９.５３８,９６０４５０,９００８８　
６,９４８３２,１７０１３.１５９,２００５１０,１００８９　
９,７４９１１,２７０１３.７６９,９４０５８０,０４０９０　
８,３０４△２７,８２０６.５３７,６８０６１７,７２０９１　

△４８,７３０１.２７,３２０６２５,０４０９２　
△５６,２３０△１.９△１２,０１０６１３,０３０９３　

△１２.５△７６,３８０５３６,６５０９４　

　注）増減額と伸び率は対前年度当初予算比。
（資料）大蔵省『財政金融統計月報』第４９２号より作成。９３，９４年度の数値は『日本経済新聞』各号

より。
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いう数値が刻まれる。一見して，「バブル形成→崩壊」プロセスと連動した，

分かり易い運動が進行すると判断してよく，「バブル形成期」における「依存度

の縮小過程」と，「バブル崩壊期」での「依存度の上昇過程」とが�　　�一点の曇

りもなく一目瞭然ではないか。要するに，バブル期・国債発行動向の帰着点

に他なるまい。

［３］産業政策　最後に，「資本蓄積促進策」の３番目は③「産業政策」１０）に他

ならないが，この「産業政策」の展開を，最初に第１に�「対外経済政策」の面

からみていこう。すなわち，特に８０年代以降に激化する「貿易摩擦問題」に対

する対処策だといってよいが，まず１つ目に（イ）その「背景」を押さえておき

たい。そこで早速�その「契機」から入ると，「減量経営―臨調・行革路線」に

立脚して国内体制の再編を進めた日本経済が，対外関係において，取り分け

８０年代に直面したのは周知の「貿易摩擦」型の対日批判であった。まさにこの

「対日批判の大合唱」への対応としてこそ，「対外経済指向」的産業政策が不可

欠になるのであって，ここを起点にして，対外経済政策の周辺整備が始動す

るといってよい。そこでその前提として，�「貿易摩擦の進展」を一瞥してお

くと，それは時系列的にいって次のような経過を経験した。つまり，まず６０

年代末における「繊維」を出発点にしつつ，その後は７０年代にかけて「鉄鋼・自

動車・デジタル関連」と続いたが，ついで８０年代に入ると，対日批判の激しさ

はもう一段の新段階へと突入をみせる。しかし，それには客観的根拠が濃厚

だといってよく，いうまでもなくその背後には，この８０年代からの，日本の

貿易黒字額激増こそがあった。しかもその黒字の大部分が対米・対欧からの

ものであったから，政府としても，この対日批判を無視することは不可能だっ

たといってよい。事実，特に８４・８５年両年の黒字額は著しく，それぞれ４４０億

ドルおよび５６０億ドルにも達した程であるが，この合計１０００億ドルというレベ

ルは，日本が戦後ここまでの３５年間に獲得した，その合計分にも相当してい

た。まさしく，対日批判を巻き起こすその所以であろう。

したがって，このバブル期直前までの，�その「到達点」は結局こう整理で

きよう。すなわち，以上のような結果，８５年の日本の対外純資産は実に１２９８

億ドルにまで到達し，まさしく世界最大の債権国にまで躍り出た。そしてそ

の裏面で，米国は経常収支赤字を累積した帰結として一挙に１０００億ドルもの
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純債務国へと転落したから，そのミラー現象の出現は一目瞭然であった。し

かもこの傾向は，８０年代―バブル期を迎えても一層拡大を持続させた（８８年，

日本の対外純資産額＝３０００億ドル，米国の対外純債務額＝５０００億ドル）以上，

この対外不均衡拡大が，政府の焦眉の解決課題をなしていったのはいうまで

もなかった。

そのうえで次に２つ目として（ロ）その「現状」にまで進むと，何よりも目に

付くのは「８０年代型」の新動向ではないか。つまり，「８０年代型」の問題性は，

７０年代までのものとその基本性格を異にしていることに他ならないが，その

主要な�「ポイント」は以下の２点に集約し得る。そこで，まず第１は「貿易黒

字の対米・対欧への集中」であって，これら先進地域への「集中豪雨的輸出拡

大」こそが，米国・ヨーロッパからの対日批判をことさら激化させた�　　�と

いう事情があろう。いうまでもなく，「重化学工業製品中軸」の日本輸出激増

がその背後にあるのは余りにも自明だといってよい。そしてそのうえで，第

２が「対中東赤字の顕著な縮小」だと考えてよく，石油危機脱出を契機として，

８０年代以降はこれら産油国からの輸入が大幅な低下に至る。その場合，その

原因が，「原油価格の低下・円高による支払い負担減少・石油需要の低迷」な

どにあるのはいわば明瞭だが，その結果，日本の対中東赤字はおおむね約６

割にまで縮小したとされている。しかし問題はさらにその奥にこそ伏在して

いた。というのも，続いて�その「構造」にまでメスを入れると，対日批判の

以上のような激しさの根因は，単にこの貿易黒字の大きさだけにあるのでは

ないという点が浮かび上がってくる�　　�からである。そうではなく，むし

ろこの黒字激増の背後にある，「日本経済における産業構造上の問題点」こそ

が批判の俎上に乗せられつつあったのであり，まさにここから，「日本経済の

封鎖性」などが批判されつつ，例えば「日米経済構造協議」などという，いわゆ

る「構造問題」が出現してくるのは周知の事実ではないか。

したがって，�その「全体的意味」はこう集約できよう。要するに，以上の

ような「対日批判」の枢軸には，結局，「重化学工業製品」を巡る，先進国同士

としての「日・米・欧」３極間における，いわば「水平的分業関係」抗争型構造

が明白に厳存したのだ�　　�と。

そうであれば最終的に３つ目に，（ハ）その「政策課題＝対応」がこう提起さ



バブル経済と日本型現代資本主義の変容　　（村上）

－１４５－

れてこざるを得まい。すなわち，ここまでで確認してきた「対外不均衡拡大」

の基礎基盤には，日本の重化学工業�　　�なかでも自動車などの加工組立産

業�　　�の国際競争力拡大があった点はもはやいうまでもなかった。そしてそ

の場合，その要因としては，７０年代以降の「減量経営」の徹底化とそれによる

「労働生産性上昇－コスト低下」とが決定的に重要であって，まさにこれこそ

が，「労働生産性の停滞－コスト割高性」を強めたアメリカを追い詰めていっ

たわけであろう。しかし，このような経過が，今度は日本自身に逆反射し，

その「返り血」が日本を袋小路へと追い込んでいかざるを得ない。ここからこ

そ，日本の「政策的苦闘」が始まっていくのであり，具体的には，「為替政策」

と「内需転換政策」という，本格的な「産業政策」として火を噴いていく。その

意味で，ここまででフォローしてきた「対外経済政策」は，ここから発現する

「産業政策」の，その助走路だというべきではないか。

続いて，取り急ぎ第２に�「為替政策」へと視角を転じよう。そこで最初は

１つ目に（イ）その「背景」が重要だが，いうまでもなくアメリカの「双子の赤

字」こそがその焦点をなそう。すなわち，レーガン政権による「強いアメリカ

＝ドル高」路線は，「輸出減少」と「財政赤字」とのダブル・パンチを招来させて，

いわゆる「双子の赤字」を帰結させる以外になかったが，その結果，米国は年

間２０００億ドルの財政赤字と同１０００億ドルの国際収支赤字とに呻吟することと

なった。しかも，米国はこの局面で，戦後初の「純債務国」への転落をも余儀

なくされていたから，不況と高失業率の進行にも苛まれつつ，政府・議会と

も，急速に「保護主義路線」への台頭を避け得なくなっていく。こうして，ド

ル高・高金利のレーガン政権は８５年に至ってその終焉を迎えるが，その象徴

こそ「プラザ合意」であった。

そこで２つ目こそ周知の（ロ）「プラザ合意」（８５年９月）に他なるまい。まず

最初に�その「内容」から入っていくと，その合意内容は，大まかにいって以下

の３点にこそ集約可能だと思われる。すなわち，①「為替レートの機能」　　

�為替レートこそが対外アンバランスに対して基本的な役割を発揮すべきこ

と，②「為替レート基準」　　�為替レートは各国の「基礎的経済条件」を適切に

反映した水準で決定されるべきこと，③「レート調整方式」　　�レート調整は

「非ドル主要通貨」（円・マルク）における「一層の秩序ある上昇」によってなさ
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れるべきこと，これである。これに加えてさらに，「レート水準・介入方法・

介入総額・介入通貨・責任分担」なども，会議では，非公表のままで一定の合

意が形成されたが，要するに，「円高化―ドル安化」がまさに「国際的合意」の

下でこそ強制をみた。

そして，ついでその�「進行」だが，その為替レート上の「効果」は顕著であっ

た（第24表）。すなわち，この合意を契機として，これまでの「ドル高・円安」

は明瞭に転換をみせ，今度は逆に，急激なテンポで「円高・マルク高」こそが

驀進していく。具体的には，プラザ合意直前の９月２０日には１ドル＝２４２円

だったものが，まず９月２７日には２２０円へと上昇したのを皮切りに，その後は，

１１月２７日＝２００円→８６年２月１７日＝１８０円→７月４日＝１６０円とうなぎ上りの

円高が続いた。１年にも満たない間に実に

８０円もの上昇をみたわけである。こうして，

確かに「為替面での調整」は劇的であったが，

その「内実」はどうか。

そこでその�「結末」を確認すると，こう

した急激なレート調整の進行にもかかわら

ず，その現実的効果は決して捗々しくはな

かった。つまり，まず一面で米国サイドか

らすると，国際不均衡はむしろ拡大して，

「双子の赤字」解消の兆しは一層遠のいてい

く。また他面，日本側からしても，予想を

超えた円高が特に輸出業界中心に大きなダ

メージを与えつつ，その結果，円高不況の

深刻度を明らかに加えたといってよい。こ

うして，日米両方から，この「プラザ合意」

の現実的な不適合性が浮上してきた以上，

それに対する「妥協的修正」が直ちに表面化

せざるを得なく，それは８７年２月の「ルーブ

ル合意」として結実することとなった。すな

わち，米国の為替安定努力と日本の内需拡

第24表　為替相場の推移

対米ドル
（円）

年

３４８.０３１９７１
３０３.１１７２
２７１.２２７３
２９１.５１７４
２９６.７９７５
２９６.５５７６
２６８.５１７７
２１０.４４７８
２１９.１４７９
２２６.７４８０
２２０.５４８１
２４９.０８８２
２３７.５１８３
２３７.５２８４
２３８.５４８５
１６８.５２８６
１４４.６４８７
１２８.１５８８
１３７.９６８９
１４４.７９９０

（資料）対���報告の年平均相場。
　　　日本銀行『外国経済統計年報』，

��������	�
����������
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大努力とが妥協をみていくわけであり，むしろ，これ以上のドル安阻止こそ

が世界的な経済安定の基盤になる�　　�とされた。

このような経過を受けて最後に３つ目に，（ハ）「為替政策の帰結」を整理し

ておく必要があろう。以上でフォローした通り，日本政府は，「貿易黒字累積

－経済摩擦激化」の荒波の中で，「国内景気維持」と「国際協調」とのディレンマ

に挟撃されながら，それを打破すべき対処策として，対外関係的な「産業政策」

を模索してきた。まさにそれこそ，「貿易摩擦対策―為替対策」という，「８０年

代型・産業政策」に相当する一連の政策体系以外ではなかったが，それについ

ては結局，「為替政策の破綻＝円高転換の受諾」という「産業政策の破綻」に帰

着する以外に�　　�その選択肢はなかったといってよい。まさにその点で，「円

高強制という国際的要請」への妥協として発現した，この「為替政策の挫折的

帰結」においてこそ，「８０年代型・産業政策」の，その実像が極めて端的に映し

出されているように思われる。

そうであれば，「８０年代型・産業政策」の残された最後のヴァリエーション

としては，第３にもはや�「内需拡大政策」以外にはあるまい。いうまでもな

く周知の「前川レポート」だといってよいが，では最初に１つ目に（イ）その「背

景」はどうか。さて，ここまでで概観してきた通り，「円切り上げ回避」を主眼

とした「産業政策」は，「貿易摩擦問題－為替問題」を中軸として，日本側のい

わばほぼ「敗北」に終始したが，これを受けて，１つには，これ以上の「対日批

判－円高要求」を避けることを目指して，そしてもう１つには，「産業構造変

質への対応―新たな景気対策の模索」を指向して，「内需拡大・立脚型」の「産

業政策」が本格的に要請されていく。まさしくそれこそ，８６年４月の「国際協

調のための経済構造調整研究会」報告（通称「前川レポート」）および翌８７年４

月の「新前川レポート」に他ならず，この２つの「レポート」こそが，「バブル期・

産業政策」の中核を担った。

そのうえで，２つ目に（ロ）その「内容」にまで立ち入ると，それによって，ま

ず基本的には，「内需主導に立脚した国際協調型経済構造への転換」を推進し

つつ，それを通して，「日本企業の海外直接投資および途上国への経済援助」

を促進する�　　�方向が強調されているのはいうまでもない。そして，まさ

にそれを通じて，最終的には，日本の体制全体が直面している，その内的・
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外的な「危機的状況」からの脱却が試みられた�　　�わけである。

そこで，それを前提として，この「前川レポート」の「骨子」をフォローすれ

ば，それはおおよそ以下の５点にこそ集約可能なように思われる。すなわち，

①「基礎素材産業の早期構造転換」②「石炭産業の縮減」③「直接投資の推進」④

「農業の自由化・効率化」⑤「市場開放の促進」，などが直ちに指摘可能であり，

つづめていえば，国内の「低生産性部門」を国外へ「押し出す」ことによって，

国内における「産業構造調整」を加速させようというのが，その基本的姿勢だ

と判断してよかろう。まさにその方向性を媒介にしてこそ「内需拡大」を喚起

し，そしてそこから，「対日批判」の緩和が意図されたのではないか。

しかし，このような「現実的狙い」を一応確認したうえで，この「前川レポー

ト型産業政策」が持つ，もう一歩内的なその「狙い」をも見落としてはなるまい。

つまり，最後に３つ目は（ハ）その「本質」だといってよいが，それは以下の点

にこそ求められるべきであろう。すなわち，この「前川レポート」の背後には，

「農業・石炭・構造的不況業種」などの，単に「低生産性部門」の国外排出だけ

ではなく，「直接投資促進」とセットした，「基軸的産業部門・高収益部門」の

「一部」もの意識的な国外移転もが，伏在している�　　�と。まさしくそれを

通じて，先進国間における「水平分業関係の形成」こそが展望されていると

いってよく，さらにそこから，「減量経営－産業構造調整」の一体的進行が課

題に設定されているように思われる。まさにこのような針路上にこそ，「バブ

ル期・産業政策」が獲得すべき，その目標が置かれているのではないか。「９０

年代型・産業政策」の始動だと思われる。

おわりに 　　 全体的総括

以上のような考察を下敷きにして，最後に，「日本型・現代資本主義の『変

容』」という視角から全体的総括を提起しておきたい。そこでまず第１論点は

（Ⅰ）「前提的命題」といってよいが，８０年代・日本資本主義は，繰り返し述べ

たように，類まれなる劇的なプロセスを辿った１１）。すなわち，最初に�「基礎

構造」面から概観すれば，「円高不況」を克服した後，８６－８７年段階から「バブ

ル形成局面」に入り，まず８８－８９年にかけて「異常なバブル景気」を経験するが，
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その異常性が長続きするはずはなく，その後，公定歩合上昇と土地取引総量

規制とを契機として，８９－９０年をピークとして一挙に「バブル崩壊」へと墜落

した。まさに「バブル形成―崩壊」過程が，この８０年代に折り重なるように急

展開を遂げた。そこで次に，この基礎土台の上で進行した，「現代資本主義の

２つの『体制組織化作用』」に焦点を合わせると，まず１つ目の�「階級宥和策

レベル」では，①「労資関係」　　�協調的労資関係の完成と「非正規従業者の膨

張」，②「労働運動」　　�経済闘争への「のめり込み」（春闘敗北）と「制度要求」

の噴出，③「社会保障」　　「高齢化対策・諸制度の一元化」と政府・社会保障

費支出における実質的な「安上がり化」，が進行をみる。そのうえで２つ目こそ

�「資本蓄積促進策レベル」に他ならないが，ここでは，①「金融政策」　　�日銀

信用を通す「有効需要創出機能」の基本的な維持と，国債処理に制約されたそ

の発動水準の停滞，②「財政政策」　　�赤字国債に立脚した「財政スペンディ

ング＝有効需要創出機能」の継続化と，財政赤字に制限された「公共事業」作用

の「伸び悩み」，③「産業政策」　　「為替政策・貿易摩擦問題の処理不成功」と

「内需拡大指向路線」への限定化，という図式こそが描かれた。したがってこ

う考えると，これら両レベルにおいて，まさしくその変質は明瞭であろう。

次にこれを前提にして，第２論点としては，（Ⅱ）現実的な「展開命題」が位

置づく。そこで最初に，１つ目に�「階級宥和策サイドの新動向」だが，この「バ

ブル期」で進行したその新動向が，いわば「階級宥和策の『空洞化』」を意味して

いるのはいうまでもない。というのも，すでに（Ⅰ）で具体的にみたように，

その基本が，「労資関係＝非正規労働者膨張」・「労働運動＝制度要求噴出」・

「社会保障＝実質政府負担の削減」という骨格をなしていた以上，これらはい

ずれも，「国家による階級宥和策展開の『衰弱化』」を端的に表現するもの以外

ではない�　　�からである。まさしく「階級宥和策」の弱体化というしかあるま

い。しかしそれだけではない。ついで２つ目に�「資本蓄積促進策サイドの新

動向」に移っても，この「バブル期」の新動向は，「資本蓄積促進策の『力能低

下』」をいわば明瞭に示唆していよう。つまり，先に確認した通り，「金融政

策・財政政策」とも，不況・財政赤字に掣肘されて，「有効需要創出」に関する

その「発現能力」を明らかに減退させていたかぎり，ここからは，「国家による

資本蓄積促進策展開の停滞化」を結論する以外にはなかろう。そうであれば，
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３つ目に�「総合的評価」としては，以下のような帰結に帰着していかざるを

得ない。すなわち，ここまでで検出し終えた如く，「バブル期全体」の過程で，

一面で「階級宥和策の『衰弱化』」が進むと「同時に」，他方では「資本蓄積促進策

の『力能低下』」が無視できないとすれば，それは結局，次のような事態をこそ

表示することになるのではないか。すなわち，「バブル期・日本資本主義」は，

かかる意味において，まさしく「日本型・現代資本主義の『変容』」形態以外で

はないのだ�　　�と。しかも，その場合に重要なのは，それが，　　�７０年代に

出現した�　　「変質」次元をすでに超えた「変容」とこそネーミングされるべ

きだという点であって，その「変質」レベルは，ヨリ深く大きいことに注意して

おきたい。

こうして，最終的に第３論点として（Ⅲ）「結論的命題」へと辿り着く。すな

わち，まず１つ目に�その「意義」を総合的に提示すると，このような「日本型・

現代資本主義の『変容』」は，「日本資本主義自らによる『墓穴堀り』」をこそ意味

していよう。まさに「現代日本資本主義」は，「自らの存立基盤」を「自らの手で」

「掘り崩している」　　�のに等しい。では何故そういえるのか。そこで２つ目

に，�その「理由」だが，それは，別の箇所で繰り返し指摘してきた通り，「現

代資本主義の基本的定義」１２）が以下のように公式化できることに立脚してい

る。つまり，「現代資本主義の枢要点」が，「資本主義の体制的危機における，

『階級宥和策』および『資本蓄積促進策』を手段とした，資本主義延命を目指し

た『反革命体制』」という点に求められるかぎり，「資本主義国家」が，「バブル

景気」の下で，「根拠のない安心感」に踊らされて，いわば「自発的に」，その

「２手段」の「衰弱化・力能低下」を許容しているとすれば，それは，自ら，ま

さしく「墓穴堀り」に狂奔している�　　�といわざるを得まい。「バブル期・日

本現代資本主義＝『墓穴堀り』体制」と性格付け可能な，その所以である。

要するに最終的には，３つ目に�こう「結論」されるべきであろう。すなわち，

この「バブル期・日本資本主義」は，その「再編期→変質期」１３）を経た上で，現

実的には，「階級宥和策・資本蓄積促進策の『自発的放棄』」をこそその根拠に

しつつ，「日本型・現代資本主義」の，まさにその「変容局面」そのものに該当

している�　　�のだと。そこに「日本型・現代資本主義」の「歴史的位相」がみ

て取れるが，そうであれば，これこそが本稿の「最終論理環」に他なるまい。
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１）拙稿「低成長経済と日本型現代資本主義の変質」（『経済論集』第３０巻第１号，２００９年）。

２）バブル期・政治過程の概略については，例えば，現代日本経済研究会編『日本経済の

現状』１９９０年版（学文社，１９９０年），坂本和一『２１世紀システム』（東洋経済新報社，１９９１

年），石川紀夫編『日本の所得と冨の分配』（東大出版会，１９９４年），などを参照のこと。

３）この局面における経済過程の基本構造に関しては，宇沢弘文編『日本企業のダイナミ

ズム』（東大出版会，１９９１年），橋本寿朗『日本経済論』（ミネルヴァ書房，１９９１年），な

どをみよ。

４）景気循環について詳しくは，西村・三輪編『日本の株価・地価』（東大出版会，１９９０

年），野口悠紀雄『バブルの経済』（日本経済新聞社，１９９２年），宮崎義一『複合不況』（中

公新書，１９９２年），保坂直達『バブル経済の構造分析』（日本評論社，１９９４年），をみよ。

５）労資関係の基本動向については，前掲『日本経済の現状』１９８７年版（学文社，１９８７年），

小池和男『仕事の経済学』（東洋経済新報社，１９９１年），戸塚・兵藤編『労使関係の転換

と選択』（日本評論社，１９９１年），川人博『過労自殺』（岩波書店，１９９８年），などが詳し

い。

６）バブル期・労働運動に関しては，熊沢誠『職場史の修羅を生きて』（筑摩書房，１９８６年），

前掲『日本経済の現状』１９８７年版，野原・藤田編『自動車産業と労働者』（法律文化社，

１９８８年），草野厚『国鉄改革』（中公新書，１９８９年），立山学『��の光と影』（岩波新書，

１９８９年），などが特に優れている。その鮮明な「闘いの実相」が印象的だといってよい。

７）この段階における社会保障展開の詳述は，東大社研編『転換期の福祉国家』下（東大出

版会，１９８８年），前掲『日本経済の現状』１９９２年版（学文社，１９９２年），川人博『過労死

社会と日本』（花伝社，１９９２年），西谷敏『ゆとり社会の条件』（労働旬報社，１９９２年），

を参照のこと。

８）バブル期・金融政策に関して詳しくは，宮崎義一『ドルと円』（岩波新書，１９９８年），

植田和男『国際収支不均衡下の金融政策』（東洋経済新報社，１９９２年），などが参照さ

れてよい。

９）財政政策展開の基本的方向については，財政政策研究会『これからの財政と国債発

行』（大蔵財務協会，１９８６年），館龍一郎『日本の経済』（東大出版会，１９９１年），吉川洋

『日本経済とマクロ経済学』（日本経済新聞社，１９９２年），などが，その独自の展開を

みせている。

１０）広く「産業政策」として捉えた場合には，以下の作品が興味深い。例えば，伊藤元重

他編『産業政策の経済分析』（東大出版会，１９８８年），船橋洋一『通貨烈烈』（朝日新聞社，

１９８８年），今井賢一他編『日本の企業』（東大出版会，１９８９年），が白熱の議論をみせる。

１１）８０年代・日本資本主義の総合的展開については，筆者とはその基本的視角を異にす

るが，高内俊一他編『８０年代日本の危機の構造』上・下（法律文化社，１９８８年）などが

ある。さらに，ヨリ批判的な立場からは，宇沢弘文『現代日本経済批判』（岩波書店，

１９８７年）がある。

１２）現代資本主義の諸問題については，拙著『現代資本主義の史的構造』（御茶の水書房，
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２００８年）において多面的な考察をすでに加えた。また，現代資本主義の基軸をなす「現

代国家」の体系的展開に関しては，拙著『資本主義国家の理論』（御茶の水書房，２００７

年）をみよ。

１３）これらの２つの段階については，拙稿「戦後再建と日本型現代資本主義の再編」（『経

済論集』第２９巻第１号，２００８年）および「高度経済成長と日本型現代資本主義の確立」

（『経済論集』第２９巻第２号，２００９年）においてすでに検討を終えているので，参照さ

れたい。したがってこのような考察をふまえると，結局，「日本型現代資本主義」は，戦

前期１９３０年代に「成立」し，その後，戦後において「再建→確立→変質」という過程を

辿りつつ，最終的に，この「バブル期」においてその「変容」にこそ至った�　　�と図式

化可能である。まさしくその意味で，「バブル期」はその「到達点」に他ならないとい

うべきであろう。


